
秀
忠
親
政
期
の
領
知
朱
印
状

藤

井

譲

治

は
じ
め
に

江
戸
時
代
に
将
軍
あ
る
い
は
大
御
所
が
発
給
し
た
領
知
朱
印
状
は
、
そ
れ
が
領
主
権
の
所
在
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
主
従
関

係
の
根
幹
を
規
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
野
瑞
男
氏
の
寛
文
印
知
を
扱
っ
た
「
領
知
判
物
・
朱
印
状
の
古
文
書
学
的
研

究
」
や
拙
稿
「
徳
川
秀
忠
大
御
所
時
代
の
領
知
宛
行
状
」
、
「
徳
川
将
軍
領
知
朱
印
状
の
古
文
書
学
的
位
置
|
室
町
将
軍
御
判
御
教
書
と
の
関
連

|
」
を
除
く
と
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
基
礎
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
い
う
秀
忠
親
政
期
と
は
、
家
康
が
死
去
し
た
元
和
二
(
一
六
一
六
)
年
四
月
十
七
日
か
ら
秀
忠
が
将
軍
職
を
家
光
に
譲
っ
た
元
和
九
年

七
月
二
十
七
日
ま
で
の
期
間
を
差
し
、
こ
こ
で
の
領
知
朱
印
状
は
、
徳
川
将
軍
が
発
給
し
た
領
知
判
物
・
領
知
朱
印
状
を
総
称
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
、
折
に
触
れ
て
公
家
や
寺
社
宛
の
領
知
朱
印
状
に
つ
い
て
も
触
れ
る
が
、
主
と
し
て
こ
の
時
期
の
武
家
宛
の
領
知
朱
印
状
を

取
り
上
げ
る
。



研
究
史

秀
忠
親
政
期
の
領
知
朱
印
状
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
れ
に
言
及
す
る
も
の
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
基
礎
的
研
究
と
な
れ
ば
皆
無
と
い
っ
て
よ

しミ
O 

大
名
の
取
立
・
転
封
・
改
易
等
を
主
題
と
し
一
九
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
藤
野
保
氏
の
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
で
は
何
一
つ
触
れ
ら
れ
て
い

な
(
円
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
北
島
正
元
氏
の
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
だ
け
(
色
、
秀
忠
親
政
期

の
領
知
朱
印
状
に
つ
い
て
の
直
接
の
記
述
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
慶
長
年
間
に
は
将
軍
朱
印
状
制
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
実
質
は
し
だ
い
に
整
い
つ
つ
あ
っ
た
と
み
て

よ
い
。
そ
れ
は
幕
府
へ
の
軍
役
の
基
準
と
な
る
大
名
領
の
石
高
把
握
の
努
力
と
あ
い
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
長
十
三
六

O
五
)
年

九
月
、
幕
府
は
諸
大
名
の
所
領
及
び
寺
社
領
の
税
額
査
検
の
惣
奉
行
と
し
て
西
尾
吉
次
を
こ
れ
に
任
命
し
、
津
田
秀
政
・
牧
長
勝
・
犬
塚
忠

次
を
そ
の
副
と
し
て
実
施
さ
せ
た
が
、
さ
ら
に
十
八
年
に
は
西
国
・
四
国
の
諸
大
名
か
ら
自
領
の
検
地
目
録
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
措
置
は
直
接
に
は
、
江
戸
城
の
修
築
に
あ
た
っ
て
諸
大
名
の
公
役
高
を
決
定
す
る
た
め
と
、
対
大
坂
関
係
の
悪
化
に
備
え
て
軍
役
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
改
易
・
転
封
と
な
ら
ん
で
幕
府
の
大
名
従
属
化
工
作
の
一
環
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
て
朱
印
状
制
度
は
家
康
死
後
、
幕
政
の
一
元
化
の
完
了
と
と
も
に
し
だ
い
に
整
備
さ
れ
、
四
代
家
綱
の
代
の
い
わ
ゆ
る
「
寛
文
印
知
」

を
も
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

秀
忠
親
政
期
の
領
知
朱
印
状
を
は
じ
め
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
の
は
高
木
昭
作
氏
で
あ
る
。
氏
は
、

一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
岩
波
講
座

『
日
本
歴
史
』

9
に
収
録
さ
れ
た
「
江
戸
幕
府
の
成
立
」
の
な
か
で
、

翌
一
六
一
七

(
元
和
三
)
年
日
光
東
照
社
へ
の
改
葬
を
済
ま
せ
た
の
ち
、
秀
忠
は
六
月
諸
大
名
を
率
い
て
上
洛
し
た
。
(
中
略
)
そ
れ
に



前
後
し
て
、
主
と
し
て
近
畿
地
方
の
社
寺
に
安
堵
状
が
(
伊
勢
・
三
河
以
東
の
諸
寺
社
に
は
正
月
か
ら
五
月
に
出
さ
れ
て
い
る
)
、
公
家
・

諸
大
名
に
対
し
て
は
五
月
及
び
九
月
領
知
の
判
物
な
い
し
は
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
。
幕
府
の
領
知
朱
印
状
は
、
前
述
の
よ
う
に
家
康
の
そ

れ
は
数
例
し
か
存
在
せ
ず
、
秀
忠
は
一
六
二
二
(
慶
長
一
八
)
年
に
、
少
な
く
と
も
四
国
・
九
州
の
大
名
に
対
し
て
朱
印
状
の
発
給
を
名
目

に
石
高
の
指
出
し
を
命
じ
た
が
、
こ
の
時
そ
れ
が
発
給
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
全
国
の
大
名
に
対
し
て
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
の

は
、
こ
の
年
が
最
初
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
指
摘
を
整
理
す
る
と
、
①
秀
忠
は
元
和
三
年
六
月
の
上
洛
を
挟
ん
で
、
主
と
し
て
近
畿
の
社
寺
に
た
い
し
て
安

堵
状
を
、
五
月
と
九
月
に
公
家
・
諸
大
名
に
領
知
朱
印
状
を
発
給
し
た
こ
と
、
②
全
国
の
大
名
に
対
し
て
領
知
朱
印
状
が
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
の

は
、
こ
の
時
が
最
初
で
あ
る
こ
と
、

の
二
点
で
あ
る
。

同
じ
年
、
朝
尾
直
弘
氏
は
、
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
」

mに
収
め
ら
れ
た
「
将
軍
政
治
の
権
力
構
造
」
に
お
い
て
、

元
和
三
年
、
秀
忠
は
は
じ
め
て
諸
大
名
に
対
し
て
領
知
朱
印
状
を
発
給
し
た
。
征
夷
大
将
軍
任
職
以
来
二
二
年
目
に
、
か
れ
は
み
ず
か
ら

が
封
建
的
知
行
体
系
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
領
知
朱
印
状
は
家
康
の
手
か
ら
出
さ
れ
、
将
軍
秀
忠
は
直
接
に
は
こ
れ

に
干
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
家
康
が
発
給
し
た
領
知
朱
印
状
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
知
行
関
係
を
問
題
に
す
る
限
り
、
か

れ
が
頂
点
に
立
っ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
家
康
は
豊
臣
政
権
に
お
け
る
「
公
儀
」
職
制
の
一
で
あ
る
五
大
老
筆
頭
か
ら
出
発
し

た
。
こ
の
地
位
は
政
権
の
統
治
機
構
上
で
は
最
高
の
地
位
で
あ
る
が
、
封
建
的
知
行
体
系
の
頂
点
と
は
お
な
じ
で
は
な
い
。
頂
点
は
秀
吉
で

あ
り
、
関
ケ
原
の
後
も
そ
の
権
威
は
豊
臣
秀
頼
の
も
と
に
潜
在
的
に
保
有
さ
れ
て
い
た
。
家
康
の
征
夷
大
将
軍
就
任
や
後
水
尾
天
皇
の
擁
立

は
こ
の
問
題
を
の
り
こ
え
る
手
段
で
あ
っ
た
し
、
豊
臣
家
を
滅
亡
さ
せ
な
け
れ
ば
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
大
坂
の
陣

に
、
全
国
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
名
は
徳
川
氏
の
指
揮
下
に
結
集
し
た
が
、
そ
の
内
実
を
み
る
と
譜
代
を
中
心
と
し
た
東
国
諸
大
名
は
秀

忠
か
ら
の
指
示
に
よ
り
、
秀
忠
に
率
い
ら
れ
て
出
陣
し
、
西
国
の
外
様
大
名
は
家
康
の
命
令
に
よ
っ
て
出
動
し
て
い
る
。
封
建
的
知
行
体
系



四

は
完
成
さ
れ
た
一
つ
の
頂
点
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秀
忠
に
よ
る
領
知
朱
印
状
の
発
給
は
、
そ
の
た
め

に
上
洛
の
手
続
き
を
ふ
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
西
国
の
外
様
大
名
を
包
摂
し
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
一
応
の
結
着
を
つ
け
た
も

の
と
い
え
る
。

(
中
略
)

こ
の
よ
う
に
、
秀
忠
は
征
夷
大
将
軍
の
も
と
に
「
公
儀
」
権
能
を
吸
収
、
集
積
し
、
将
軍
権
力
を
家
康
の
立
脚
し
た
地
点
か
ら
は
る
か
に

前
進
さ
せ
、
拡
大
し
強
化
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
右
の
三
点
に
つ
い
て
み
で
も
な
お
十
分
で
な
い
点
を
残
し
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

ま
ず
、
秀
忠
に
よ
る
領
知
朱
印
状
の
発
給
は
家
光
・
家
綱
の
よ
う
に
同
時
い
っ
せ
い
に
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
お
お
む
ね
東
国
に
は
上
洛

以
前
に
、
西
国
に
は
上
洛
以
後
に
分
れ
て
い
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
朝
尾
氏
は
、
①
元
和
三
年
、
秀
忠
は
初
め
て
諸
大
名
に
領
知
朱
印
状
を
発
給
し
た
こ
と
、
②
こ
れ
に
よ
っ
て
秀
忠

は
封
建
的
知
行
体
系
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
を
示
し
た
こ
と
、
③
慶
長
期
の
西
国
大
名
は
秀
忠
の
指
揮
下
に
は
な
く
、
家
康
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
こ

と
、
④
秀
忠
に
よ
る
領
知
朱
印
状
の
発
給
は
家
光
・
家
綱
の
よ
う
に
同
時
い
っ
せ
い
に
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
お
お
む
ね
東
国
に
は
上
洛
以
前
に
、

西
国
に
は
上
洛
以
後
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
拙
書
『
江
戸
閉
幕
』
に
お
い
て
、
上
記
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
①
元
和
三
年
に
出
さ
れ
た
秀
忠
の
領
知
朱
印
状
は
、
上
洛
を
目
前
に

控
え
た
五
月
二
十
六
日
付
の
も
の
と
上
洛
中
の
九
月
前
後
の
も
の
と
が
あ
る
こ
と
、
②
前
者
は
、
ご
く
一
部
の
外
様
大
名
の
ほ
か
は
若
干
の
譜
代

大
名
と
旗
本
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
大
名
・
公
家
・
寺
社
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
な
か
で
も
公
家
・
寺
社
へ
の
も
の

は
実
質
的
に
は
家
康
に
よ
っ
て
安
堵
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
家
康
か
ら
は
ご
く
一
部
を
除
き
領
知
朱
印
状
は
出
さ
れ
て
お

ら
ず
、
こ
の
秀
忠
に
よ
る
領
知
朱
印
状
が
将
軍
か
ら
出
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
④
武
士
へ
の
領
知
朱
印
状
は
、
万
石
未
満
の
旗
本
層

を
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
大
名
宛
の
領
知
朱
印
状
は
、
現
在
確
認
で
き
る
も
の
は
、
外
様
大
名
二
三
人
、
譜
代
大
名
九
人
の
合
計
三
二
人



に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
み
え
る
大
名
は
、
島
津
家
久
・
黒
団
長
政
・
福
島
正
則
・
浅
野
長
歳
・
毛
利
秀
就
・
細
川
忠
興
・
山
内
忠
義
な
ど
の
西
国
外

様
大
名
と
美
濃
・
三
河
・
尾
張
・
丹
波
・
摂
津
な
ど
に
所
領
を
持
っ
た
譜
代
大
名
で
あ
り
、
こ
の
時
の
領
知
朱
印
状
は
西
国
、
家
康
の
大
御
所
時

代
に
家
康
が
軍
事
指
揮
権
を
も
っ
て
い
た
地
域
の
大
名
が
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑥
慶
長
十
九
年
に
秀
忠
の
継
目
の
判
物
が
出
さ
れ
た
加
賀
前
田

氏
や
元
和
元
年
に
加
増
に
と
も
な
う
領
知
判
物
が
出
さ
れ
た
藤
堂
氏
や
井
伊
氏
に
は
こ
の
時
に
は
領
知
朱
印
状
が
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど

を
一
般
書
で
あ
る
が
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
秀
忠
親
政
期
の
領
知
朱
印
状
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
講
座
や
一
般
書
で
関
説
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
基
礎
的
研
究
は
な
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
現
に
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
も
従
来
の
研
究
に
は
暖
昧
さ
と
相
互
の
離
離
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
元
和
三

年
を
中
心
と
し
た
秀
忠
発
給
領
知
朱
印
状
、
な
か
で
も
武
家
宛
の
領
知
朱
印
状
の
基
礎
的
分
析
を
行
う
コ

領
知
朱
印
状
の
残
存
状
況

秀
忠
親
政
期
に
秀
忠
が
発
給
し
た
領
知
朱
印
状
は
、
収
集
し
え
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
在
五
六

O
通
を
数
え
る
。
そ
の
内
訳
は
、
武
家
が
一

で
あ
る
。

三
六
通
(
疑
わ
し
き
も
の
を
含
む
)
、
公
家
が
三
六
通
、
寺
社
が
三
八
七
通
、
そ
の
他
二
通
(
随
身
士
山
駿
河
守
宛
、
京
都
の
雑
色
宛
)

武
家
宛
の
も
の
は
、
寛
文
四
(
一
六
六
四
)
年
の
朱
印
改
め
時
の
一
二
九
通
と
比
較
す
れ
ば
、
半
分
強
で
あ
る
が
、
寛
文
印
知
の
対
象
者
が
万

石
以
上
の
大
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
秀
忠
親
政
期
の
対
象
者
に
は
多
く
の
万
石
未
満
の
旗
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
秀
忠
大
御
所
時
代
に

出
さ
れ
た
武
家
宛
の
領
知
朱
印
状
は
現
在
四
九
六
通
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
と
比
較
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

五



そ
の
性
格
の
違
い
と
と
も
に
後
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

--L.. 

ノ、

公
家
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
秀
忠
の
上
洛
中
の
元
和
三
年
九
月
に
出
さ
れ
て
お
り
、
七
日
付
の
も
の
が
二
一
通
、
九
日
付
の
も
の
が
一
通
、

一
O
日
付
の
も
の
が
四
通
、
十
一
日
付
の
も
の
が
一

O
通
で
あ
る
。
家
光
に
は
公
家
宛
の
も
の
は
な
く
、
寛
文
印
知
の
際
は
寛
文
五
(
一
六
六
五
)

年
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。

寺
社
に
対
す
る
も
の
三
八
七
通
の
う
ち
、
元
和
二
年
二
通
、
元
和
三
年
三
六
二
通
、
元
和
四
年
二
通
、
元
和
五
年
一
四
通
、
元
和
六
年
六
通
、

元
和
九
年
一
通
と
年
次
的
に
は
広
く
出
さ
れ
た
様
子
が
窺
え
る
が
、
そ
の
中
心
は
元
和
三
年
、
な
か
で
も
秀
忠
の
上
洛
中
に
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
秀
忠
将
軍
後
期
に
お
け
る
武
家
宛
の
領
知
朱
印
状
の
発
給
状
況
は
、
表
1
の
ご
と
く
で
あ
る
。

表
1
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
秀
忠
領
知
朱
印
状
で
あ
る
か
不
確
か
な
も
の
も
含
め
て
二
二
六
通
を
集
め
た
が
、
こ
の
な
か
に
は
、
分
析
を
進
め
る

秀忠親政期の武家宛朱印状

年月 日 点数 備考

ヌじ和2. 5. 26 1 
8. 20 1 領知目録

9. 5 1 黒田家譜の誤記

11. 1 領知目録

12. 6 1 
元和3. 5. 26 76 

8. 16 2 
8. 24 3 
8. 26 2 
8.28 7 
9. 3 
9.5 20 
9.6 1 
9. 7 2 
9.11 9 疑文書

10. 24 1 秀忠ではない

11. 4 1 
12. 16 1 疑文書カ

月日未詳 1 
元和4.11. 15 1 
元和5. 9. 15 1 
元和6. 8.28 I 

元和9. 5. 7 1 
合計 136 

表 1

に
あ
た
っ
て
検
討
す
べ
き
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
そ

の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
第
一
、
福
岡
黒
田
長
政
宛
の
二
通
の
領
知
判
物
で
あ
る
。
と

も
に
月
日
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
一
通
は
元
和
二
年
と
し
、
他
の

一
通
は
元
和
三
年
と
す
る
。
後
者
を
ま
ず
掲
げ
る
。

筑
前
回
都
合
五
拾
万
弐
千
四
百
拾
六
石
旧
糊
在
事
、
宛
行
之
詑
、

可
有
全
領
知
之
状
如
件
、

(
秀
忠
花
押
)

(
長
政
)

黒
田
筑
前
守
と
の
へ

元
和
三
年
の
も
の
は
、
「
黒
田
家
文
書
」
中
の
原
本
で
あ
り
、
そ
の

元
和
参
年
九
月
五
日



存
在
は
否
定
し
が
た
い
。
問
題
は
、
元
和
二
年
に
も
内
容
的
に
同
様
の
も
の
が
元
和
三
年
の
も
の
に
先
行
し
て
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
で
あ

る
。
元
和
二
年
の
領
知
判
物
の
出
典
は
、
福
岡
藩
藩
儒
貝
原
益
軒
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
黒
田
家
譜
』
に
載
せ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
右
の

御
判
物
、
当
代
封
国
の
御
証
文
を
賜
は
り
し
初
也
」
と
あ
る
が
、
同
家
譜
に
は
元
和
三
年
九
月
五
日
付
の
も
の
は
載
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、

代
家
斉
ま
で
の
歴
代
将
軍
の
領
知
朱
印
状
と
領
知
目
録
の
概
要
を
大
名
別
に
書
き
上
げ
た
「
領
知
目
録
書
抜
」
の
福
岡
黒
田
家
の
項
に
は
元
和
三

年
の
も
の
は
み
ら
れ
る
が
、
元
和
二
年
の
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
同
一
人
物
宛
に
、
同
一
人
物
が
、
同
じ
領
知
を
二
度
に
わ
た
っ
て
宛

行
い
ま
た
安
堵
す
る
こ
と
は
一
般
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
『
黒
田
家
譜
』
が
元
和
三
年
の
判
物
を
誤
っ
て
元
和
二
年
の
も

の
と
し
て
収
録
し
た
も
の
と
み
な
し
え
よ
う
。

二
通
目
は
、
元
和
二
年
五
月
二
十
六
日
付
の
赤
井
豊
後
守
忠
泰
宛
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。
典
拠
は
「
古
文
書
」
、
本
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

大
和
国
十
市
郡
之
内
南
山
・
南
浦
・
今
井
谷
・
宮
森
村
四
ケ
村
弐
千
石
之
事
、
令
扶
助
之
誌
、
可
全
知
行
者
也
、

冗
和
二五

月
廿
六
日

御
朱
印赤

井
豊
後
守
と
の
へ

(
徳
川
秀
忠
)

月
日
の
脇
付
に
「
元
和
二
」
の
付
年
号
が
あ
り
、
ま
た
、
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
赤
井
忠
泰
の
項
に
も
「
元
和
二
年
五
月
廿
六
日
台
徳
院
殿

よ
り
、
一
米
地
の
御
朱
印
を
た
ま
ひ
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
領
知
朱
印
状
は
元
和
二
年
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
1
に
示
し

た
よ
う
に
同
じ
五
月
二
十
六
日
付
で
元
和
三
年
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
七
六
通
が
あ
り
、
赤
井
忠
泰
宛
の
領
知
朱
印
状
の
年
紀
の
誤
記
を
想

定
さ
せ
る
。
ま
た
元
和
二
年
五
月
二
十
六
日
と
い
う
日
時
は
、
家
康
が
死
去
し
て
わ
ず
か
一
か
月
後
の
こ
と
で
あ
り
、
領
知
朱
印
状
発
給
に
は
あ

ま
り
相
応
し
い
時
期
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
赤
井
忠
泰
宛
の
領
知
朱
印
状
の
年
紀
は
元
和
三
年
の
書
き
誤
り
と
も
思

わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
確
定
し
え
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
記
載
ど
お
り
元
和
二
年
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

七
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三
通
目
は
、
元
和
二
年
八
月
二
十
日
の
も
の
で
あ
る
。
典
拠
は
「
古
文
書
」
、
本
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
注
記
に
は
「
小
笠

原
次
右
衛
門
正
信
拝
領
、
右
同
人
書
上
」
と
あ
る
。

知
行
目
録

遠
州
城
東
郡

一
高
三
百
六
拾
三
石
三
斗
三
升
不
入
斗
村

同

一
高
四
百
弐
拾
八
石
四
斗

内
田
下
之
郷

一
高
弐
百
八
石
弐
斗
七
升

遠
州、|

自習
羽以

村

合
千
石

Jt 

和

合E
廿
日

小
笠
原
次
右
衛
門
と
の

こ
の
文
書
に
は
、
差
出
者
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
領
知
・
知
行
を
宛
行
、
っ
と
の
文
言
も
な
く
、
形
式
的
に
は
、
差
出
者
を
欠
く
も

の
の
、
こ
の
時
期
の
年
寄
衆
や
勘
定
頭
が
知
行
割
り
渡
し
の
際
に
発
給
す
る
目
録
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。
ま
た
、
年
号
の
書
き
様
も
領
知
朱
印
状

に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
小
笠
原
正
信
の
項
に
は
「
元
和
二
年
八
月
二
十
日
上
総
近
江
両
国
の
采

地
を
遠
江
国
城
東
榛
原
二
郡
の
う
ち
に
移
さ
れ
る
」
と
あ
る
だ
け
で
、
領
知
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
領
知

朱
印
状
で
は
な
い
と
考
え
た
い
。
な
お
、
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
の
な
か
に
は
、
同
年
八
月
二
十
六
日
付
で
九
八
六
五
石
と
六
六
一
六
石
を
同



時
に
板
倉
勝
重
に
宛
行
っ
た
も
の
、
同
年
九
月
十
一
日
付
で
四
万
五
七

O
六
石
を
稲
葉
通
吉
に
宛
行
っ
た
も
の
、
同
年
九
月
十
一
日
付
で
六
万
石

を
水
野
勝
成
に
宛
行
っ
た
も
の
は
、
朱
印
状
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
「
宛
行
」
文
言
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
官
頭
に
「
知
行
方
自
録
」

あ
る
い
は
「
知
行
目
録
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
領
知
朱
印
状
全
体
か
ら
み
れ
ば
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。

四
通
目
は
、
元
和
二
年
十
一
月
の
も
の
で
あ
る
。
典
拠
は
「
古
文
書
」
、
本
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

;)..ll'. 

見A

武
河
甘
利
筋

一
高
弐
百
七
拾
四
石
六
斗
六
升
下
条
南
之
割

一
高
弐
拾
五
石
三
斗
四
升

北
山
筋神

戸
村

合
三
百
石

元
和
弐
年
辰

十
一
月
日

本
文
書
は
差
出
・
宛
名
を
欠
く
が
、
こ
の
文
書
の
前
に
天
野
勘
七
宛
徳
川
家
康
黒
印
状
を
載
せ
、
そ
の
前
に
「
天
野
勘
七
正
勝
拝
領
同
勘
左
衛

門
昌
淳
書
上
」
と
あ
り
、
ま
た
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

の
正
勝
の
項
に
は
、
「
慶
長
十
九
年
九
月
十
五
日
下
野
国
足
利
郡
の
内
お
よ
び
出
羽
国
の

う
ち
に
お
い
て
采
地
二
百
石
を
た
ま
ひ
、
御
判
物
を
下
さ
る
。
(
中
略
)
元
和
二
年
十
一
月
武
河
、
甘
里
、
北
山
等
に
を
い
て
三
百
石
の
地
を
加

え
ら
れ
、
其
の
ち
駿
河
国
駿
東
郡
の
う
ち
に
を
い
て
百
石
を
加
恩
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
は
天
野
正
勝
宛
の
も
の
と
み
な
し
え
る
。

こ
の
文
書
は
、
先
の
小
笠
原
正
信
宛
の
も
の
に
は
「
知
行
目
録
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
「
覚
」
と
あ
り
、
ま
た
宛
名
も
欠
く
が
、
文
書
形
式
は
同
じ

で
あ
り
、
前
者
同
様
領
知
朱
印
状
で
は
な
く
、
知
行
目
録
と
み
な
し
え
る
。

九
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五
通
目
は
、
元
和
二
年
十
二
月
六
日
付
佐
久
間
大
膳
勝
之
宛
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。
典
拠
は
、
「
貞
心
寺
文
書
」
、
収
録
す
る
『
長
野
県
史
』
は

秀
忠
の
も
の
と
す
る
。
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

信
濃
国
水
内
郡
ノ
内

長
沼
村

津
野
村

相
ノ
島
村

赤
沼
村

ふ
叶

J
'
h
U
4叶
J

よ
小

a
t
L
L小，

神
代
村

石

村

駒
沢
村

因
子
村

南
郷
村

三
才
村

室
飯
村

金
箱
村

士
口

村

平
出
村

玉
村

宥

右
拾
七
ケ
村
、
高
壱
万
弐
千
五
百
拾
八
石
八
升
二
合

近
江
国
高
島
郡
ノ
内

浜
田
村

井
口
村

中
野
村

北
仰
村

酒
皮
村

岸
根
村

大
伴
村

新
保
村

上
弘
部
村

蘭
生
村

右
拾
ケ
村
、
高
四
千
三
百
八
拾
八
石
九
升
弐
合

常
陸
国
筑
波
郡
ノ
内

山
口
村

平
沢
村

右
二
ケ
村
、
高
千
九
拾
三
石
八
斗
二
升
五
合

都
合
壱
万
八
千
石
井
ニ
信
州
長
沼
城
事
、
新
規
宛
行
畢
、
全
可
領
知
者
也
、
の
如
件
、

(
徳
川
秀
忠
)

御
朱
印

克
和
二
年
十
二
月
六
日

(
勝
之
)

佐
久
間
大
膳
殿
江

本
文
書
は
、
「
知
行
方
目
録
」
等
の
事
書
も
な
く
、
ま
た
国
・
郡
名
を
記
し
、
領
知
対
象
と
な
る
村
名
を
あ
げ
、
村
数
と
村
高
合
計
を
一
不
す
書



き
様
は
寛
文
四
年
に
出
さ
れ
た
「
領
知
目
録
」
で
初
め
て
と
ら
れ
た
目
録
形
式
と
極
め
て
に
か
よ
っ
て
お
り
、
こ
の
段
階
の
も
の
と
し
て
は
不
自

然
で
あ
る
。
ま
た
、
殿
様
書
も
「
と
の
へ
」
で
は
な
く
「
殿
」
が
、
ま
た
「
殿
」
の
後
に
「
江
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
点
も
様
式
上
問
題
が
な
い

と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

の
佐
久
間
勝
之
の
項
に
は
「
元
和
元
年
の
戦
ひ
に
、
天
王
寺
表
に
を
い
て
竹
田
永
応
を
う
ち

取
、
ま
た
相
し
た
が
ふ
も
の
ど
も
の
討
取
所
の
首
を
合
せ
十
級
を
献
ず
。
こ
の
年
信
濃
国
河
中
嶋
近
江
国
高
嶋
の
う
ち
に
を
い
て
新
思
あ
り
、
す

べ
て
一
万
八
千
石
を
領
す
」
と
あ
り
、
信
濃
等
で
一
万
八

0
0
0
石
を
宛
行
わ
れ
た
年
を
元
和
二
年
で
は
な
く
元
和
元
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
文
書
は
疑
う
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
秀
忠
の
領
知
朱
印
状
と
し
て
対
象
か
ら
は
ず
き
な
い
で
お
く

こ
と
に
す
る
。

(
却
)

六
通
日
は
、
元
和
三
年
十
月
二
十
四
日
付
水
野
出
雲
宛
領
知
判
物
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
写
と
年
号
・
署
判
・
宛
名
の
部
分
の
影
写
と
か
ら

な
っ
て
い
る
。
ま
ず
写
の
部
分
を
あ
げ
、

つ
ぎ
に
影
写
の
部
分
(
図
1
)
を
掲
載
す
る
。

知
行
目
録

一
高
三
千
五
百
三
拾
八
石
壱
斗
九
升

遠
州
敷
地
郡
内

一
高
五
千
九
百
七
石
三
斗
九
升

同

長
上
郡
内

一
高
百
拾
壱
石
三
斗
六
升

同

豊
田
郡
内

一
高
四
百
四
拾
八
石
八
斗
五
升

駿
州
庵
原
郡
内

合
壱
万
石
余

右
為
加
増
宛
行
託
、
全
可
有
領
知
者
也
、

元
和
三
年十

月
廿
四
日

御
書
判
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水野家文書

ふn
p

....... 

山内家文書

図 1

図 2

水
野
出
雲
殿

水
野
出
雲
は
、
家
康
に
よ
っ
て
徳
川
頼
宣
の
付
家
老
と
さ
れ
た
人
で
、
の
ち
紀
州
新
宮
で
三
万
五

0
0
0
石
を
領
し
た
。
こ
の
文
書
の
花
押
は

図
1
に
示
し
た
も
の
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
秀
忠
の
花
押
は
図
2
の
ご
と
く
で
あ
り
、
前
者
は
秀
忠
の
花
押
に
類
似
す
る
が
や
は
り
同
一
と

L
1
4
円

玉

、

A

玄
，

E

E

o

t

‘
，
.
、

ト
i

刊
し
し
，
刀
ナ
ム
し
斗
3
J人

一
O
万
石
未
満
、
侍
従
以
下
の
も
の
に
領
知
を
与
え
る
場
合
に
花
押
が
据
え
ら
れ
た
判
物
で
出
さ
れ
る
の
は
極
め
て
不

自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
書
は
竪
紙
で
あ
る
が
、
竪
紙
の
場
合
、
年
号
は
書
き
下
げ
年
号
を
例
と
し
、
年
を
行
替
え
し
て
は
書
か
な
い
の

が
通
例
で
あ
り
、
江
戸
幕
府
の
文
書
形
式
と
し
て
は
特
異
で
あ
る
。
ま
た
、
殿
文
字
に
つ
い
て
も
、
万
石
ク
ラ
ス
に
限
ら
ず
、
大
半
が
「
と
の
へ
」

で
あ
る
の
に
対
し
、
「
殿
」
の
行
書
体
で
あ
り
、

一
般
的
に
厚
礼
に
過
ぎ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
本
文
書
は
疑
文
書
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

の
重
央
の
項
に
は
「
元
和
三
年
十
月
二
十
四
日
駿
河
遠
江
両
国
の
内
に
を
い
て
一
万
石
余
を
加
増
あ
り
、
す
べ
て
三

万
五
千
石
を
領
す
。
こ
の
と
き
台
徳
院
殿
よ
り
御
黒
印
を
下
さ
る
」
と
、
こ
の
日
付
で
花
押
で
は
な
く
「
御
黒
印
」
が
出
さ
れ
た
と
す
る
。

七
通
目
は
、
元
和
三
年
十
一
月
四
日
付
鈴
木
二
左
衛
門
宛
領
知
黒
印
状
で
あ
り
、
典
拠
は
『
譜
牒
余
録
』
、
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

な
お
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』



竪
紙

定

一
高
百
五
拾
石

河
原
田
村
之
内

以
上

右
為
知
行
出
之
候
、
速
可
令
領
地
者
也
、
の
如
件
、

元
和
三
年巳

十
一
月
四
日

御
黒
印

鈴
木
二
左
衛
門
と
の
へ

仁
左
衛
門
孫
持
主

戸
田
彦
十
郎

ま
ず
形
式
と
し
て
、
万
石
未
満
へ
の
領
知
宛
行
状
が
竪
紙
で
出
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
ま
た
年
号
の
書
き
様
は
、
竪
紙
で
あ
れ

ば
書
下
げ
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
不
自
然
で
あ
る
。
書
止
文
言
が
「
の
如
件
」
と
な
っ
て
い
る
点
も
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
旗
本
に
対
す
る

も
の
と
し
て
は
厚
礼
に
過
ぎ
る
。
朱
印
で
な
く
黒
印
で
あ
る
こ
と
も
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
譜
牒
余
録
』
に
載
せ
ら
れ
た
こ
の
黒
印
状
の
持
主

(

徳

川

(

氷

康

)

(

正

純

)

で
あ
る
戸
田
彦
十
郎
の
由
緒
覚
に
は
「
権
現
様
駿
府
江
被
為
成
御
座
候
時
分
、
祖
父
仁
左
衛
門
儀
被
召
出
、
御
判
物
頂
戴
仕
、
本
多
上
野
介
殿
組

ニ
而
罷
在
候
、
其
後
上
野
介
殿
御
立
身
付
家
来
ニ
罷
成
候
由
申
伝
候
、
上
野
介
殿
御
身
鉢
潰
候
節
右
仁
左
衛
門
浪
人
仕
致
病
死
候
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
黒
印
状
の
発
給
者
は
本
多
正
純
の
可
能
性
が
高
い
。
上
記
の
諸
点
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
こ
の
黒
印
状
は
秀
忠
の
も
の
と
し
て

扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
「
断
家
譜
』
の
い
ず
れ
に
も
「
鈴
木
二
左
衛
門
」
の
名
は
見
出
せ
な

しミ
O 



四

七
通
目
は
、
元
和
三
年
月
日
未
詳
吉
良
若
狭
守
宛
領
知
朱
印
状
の
も
の
、
典
拠
は
『
水
月
明
鑑
』
、
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

参
河
田
幡
豆
郡
之
内
七
ケ
村
、
吉
良
村
・
鳥
羽
村
・
饗
庭
村
・
横
須
賀
村
・
乙
川
村
・
岡
山
村
・
宮
家
村
・
山
田
村
、
三
千
弐
百
石
之
事
、

宛
行
之
誌
、
全
可
令
領
知
者
也
、

元
和
三
年

御
朱
印

吉
良
若
狭
守
と
の
へ

宛
名
に
み
え
る
「
吉
良
若
狭
守
」
に
つ
い
て
は
、
吉
良
氏
一
族
に
元
和
三
年
時
点
で
若
狭
守
に
任
官
し
た
も
の
は
い
な
い
こ
と
、
ま
た
「
寛
政

(
徳
川
秀
忠
)

重
修
諸
家
譜
』
の
吉
良
義
弥
の
項
に
「
慶
長
二
年
は
じ
め
て
台
徳
院
に
拝
謁
す
。
(
中
略
)
其
後
本
領
吉
良
の
庄
に
お
い
て
三
千
石
の
地
を
た
ま

ひ
、
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
従
五
位
下
侍
従
に
叙
任
し
、
左
兵
衛
督
に
あ
ら
た
む
」
と
あ
り
、
領
知
朱
印
状
に
あ
る
「
吉
良
村
」
は
左
兵
衛
督

吉
良
義
弥
の
所
領
「
吉
良
の
庄
」
に
重
な
り
合
う
こ
と
、
さ
ら
に
月
日
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
に
は
疑
義
が
あ
り
分
析
の
対
象
か

ら
外
す
こ
と
に
す
る
。

元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
特
徴

秀
忠
親
政
時
代
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
は
、
前
節
で
触
れ
た
元
和
二
年
九
月
五
日
付
黒
団
長
政
宛
領
知
判
物
・
元
和
二
年
八
月
二
十
日
付

小
笠
原
正
信
宛
知
行
目
録
・
元
和
二
年
十
一
月
某
宛
知
行
目
録
・
元
和
三
年
十
月
二
十
四
日
付
水
野
出
雲
宛
領
知
判
物
・
元
和
三
年
十
一
月
四
日

付
鈴
木
二
左
衛
門
宛
領
知
黒
印
状
・
元
和
三
年
月
日
未
詳
吉
良
若
狭
守
宛
領
知
朱
印
状
の
六
通
を
除
く
と
二
二

O
通
と
な
る
(
後
掲
「
秀
忠
親
政



期
の
領
知
朱
印
状
一
覧
」
参
照
)
。
そ
の
内
、
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
元
和
三
年
の
も
の
が
一
二
四
通
あ
り
、
全
体
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

て
お
り
、
こ
の
時
期
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
に
絞
っ
て
分
析
す
る

こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
発
給
日
時
に
注
目
す
る
と
、
五
月
二
十
六
日
と
八
月
十
六
日
か
ら
九
月
十
一
日
の
二
つ
の
時
期
に
山
が
あ
る
。
五
月
二
十
六
日
は
、
元

和
三
年
の
発
給
数
二
一
四
通
の
う
ち
七
六
通
と
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
最
も
大
き
な
時
期
的
特
徴
を
み
せ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
日
は
、
上
洛

法
度
の
出
さ
れ
た
日
で
も
あ
る
。
な
お
、
こ
の
上
洛
は
、
秀
忠
親
政
期
に
な
っ
て
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

表 2

年 月 日 点数 10万石 1万石! 10∞ 未満

Yじ手口3.5.26 76 2 12 30 32 
8.16 2 2 
8.24 3 3 
8.26 2 2 
8.28 7 1 I 5 
9.3 1 1 
9.5 20 8 11 1 
9.6 1 
9.7 2 1 1 
9.l1 9 3 4 1 1 
12.16 1 

合計 124 14 30 35 45 

元和3年の武家宛朱印状(石高比較)

も
う
一
つ
の
山
、

八
月
十
六
日
か
ら
九
月
十
一
日
は
、
五
月
二
十
六
日
と
比
べ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
顕
著

な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
が
注
目
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
期
間
は
秀
忠
の
上
洛
中

に
当
た
る
点
で
特
徴
を
持
つ
。
な
お
、
秀
忠
の
こ
の
年
の
上
洛
は
、
六
月
十
六
日
に
江
戸
を
発
ち
、
二

十
九
日
伏
見
着
、
七
月
二
十
一
日
に
参
内
の
た
め
京
都
に
入
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
伏
見
に
戻
り
、
九
月
十

(
お
)

三
日
に
伏
見
を
発
ち
、
二
十
七
日
こ
ろ
に
江
戸
に
戻
っ
て
い
る
。

表
2
の
う
ち
元
和
三
年
十
二
月
十
六
日
付
の
も
の
は
松
前
志
摩
守
公
広
宛
の
も
の
で
石
高
を
記
さ
な

い
が
、
そ
の
後
の
朱
印
改
め
で
は
大
名
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、

一
万
石
以
上
の
な
か
に
加

え
た
。発

給
対
象
者
を
全
体
と
し
て
み
た
と
き
、

一
O
万
石
以
上
一
四
人
、

一
O
万
石
未
満
一
万
石
以
上
三

O
人、

一
万
石
未
満
一

0
0
0
石
以
上
三
五
人
、

一
0
0
0
石
未
満
四
五
人
と
な
る
。

一
万
石
以
上
を

大
名
と
す
れ
ば
四
四
名
を
数
え
る
。
こ
の
数
は
当
時
の
大
名
数
の
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
り
、
対

象
者
は
過
半
に
も
及
ば
な
い
。

一
万
石
未
満
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
数
の
信
頼
す
べ
き
母
数
を
確
定
で

一
五



元和 3年の領知朱印状発給の階層構成

時 期
10万石以上 1万石以上 I∞0石以上 未満 A口、Eロii一

人数 石両 人数 石高 人数 石両 人数 石両 人数 石品

5月26日 2 486500 12 274228 30 56031 32 12012 76 828771 
上洛中 12 3810497 18 661746 5 24281 13 3759 48 4500283 
三口』 計 14 4296997 30 935974 35 80312 45 15771 124 5329054 

表3

一ムハ

き
な
い
が
、
多
く
み
て
も
数
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
発
給
さ
れ
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
領
知

朱
印
状
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

表
3
は
、
二
つ
の
時
期
に
わ
け
で
領
知
高
別
に
領
知
朱
印
状
の
発
給
数
と
そ
の
石
高
の
合
計
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
発

給
数
は
両
時
期
に
限
定
す
る
と
、
全
体
で
一
二
四
通
で
あ
り
、

五
月
二
十
六
日
の
七
六
通
は
先
述
し
た
よ
う
に
六
一
パ

l
セ

ン
ト
を
占
め
る
。

一
方
石
高
の
合
計
を
み
る
と
、

五
月
二
十
六
日
の
八
二
万
八
七
七
一
石
に
対
し
上
洛
期
間
中
は
四
五

O
万

O
二
八
三
石
で
あ
り
、
五
月
二
十
六
日
の
五
倍
以
上
で
あ
り
、
両
期
の
性
格
に
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
性
格
を
も
う
少
し
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
五
月
二
十
六
日
に
つ
い
て
み
れ

ば
、
七
六
通
の
う
ち
六
二
通
が
万
石
未
満
、
全
体
の
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
こ
の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
の

対
象
者
の
中
心
は
万
石
未
満
の
旗
本
層
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
上
洛
中
に
発
給
さ
れ
た
四
七
通
の
う
ち
六
四
パ

l
セ

ン
ト
に
あ
た
る
三

O
通
が
万
石
以
上
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
の
発
給
対
象
者
が
万
石
以
上
の
大
名
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
さ
ら
に
、
万
石
以
上
三
九
名
の
う
ち
一
二
名
が
一

O
万
石
以
上
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
大
名
構
成

は
高
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
数
が
増
す
こ
と
か
ら
し
て
、

一
O
万
石
以
上
の
比
較
的
大
き
な
大
名
が
対
象
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
万
石
未
満
一

0
0
0
石
以
上
は
五
通
で
あ
る
が
、
内
二
通
は
所
司
代
板
倉
勝

重
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
、
他
の
三
通
は
、
畿
内
代
官
で
あ
る
今
井
宗
薫
・
南
都
奉
行
中
坊
秀
政
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
い

ず
れ
も
畿
内
支
配
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
で
あ
る
。
ま
た
小
堀
九
郎
兵
衛
正
十
も
代
官
小
堀
政
一
の
一
族
で
あ
る
。

一
0
0
0
石
未
満
の
二
二
通
の
内
六
通
は
、
施
薬
院
・
竹
田
法
印
・
吉
田
意
庵
・
道
三
法
印
・
竹
田
慶
安
・
針
屋
宗
春

の
六
人
の
医
者
に
、
二
通
は
宇
治
の
茶
師
で
あ
り
在
地
代
官
で
あ
る
上
林
掃
部
丞
勝
盛
・
上
林
又
兵
衛
入
道
政
信
に
、
一
通

は
山
岡
美
作
後
一
豹
に
、
一
通
は
連
歌
師
里
村
昌
取
に
、
一
通
は
淀
過
書
船
支
配
の
木
村
惣
右
衛
門
勝
恥
に
宛
て
ら
れ
た
も
の

上
洛
中
の
万
石
未
満
に
つ
い
て
み
る
と
、



で
、
五
月
二
十
六
日
発
給
の
対
象
と
な
っ
た
旗
本
層
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
す
る
。

次
に
、
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
で
安
堵
な
い
し
宛
行
れ
た
地
域
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
表
4
は
、
領
知
朱
印
状
に
記
さ
れ
た
国

名
を
万
石
以
上
、
万
石
未
満
一

0
0
0
石
以
上
、

一
0
0
0
石
未
満
に
分
け
て
そ
の
件
数
を
拾
っ
た
も
の
で
、
複
数
の
国
で
領
知
を
宛
行
わ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

対
象
と
な
っ
た
国
は
三
九
か
国
、
日
本
六
六
か
国
の
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
名
を
み
せ
る
国
は
、
関
東
・
東
海
・
東
山
・
畿
内
・
中

国
・
四
国
・
九
州
で
あ
り
、
東
北
・
北
陸
(
若
狭
を
除
く
)

の
国
々
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。
少
し
異
な
る
表
現
を
す
れ
ば
、
対
象
と
な
っ
た
国
々

は
、
関
東
と
西
国
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
万
石
以
上
と
未
満
と
い
う
区
分
に
注
目
す
れ
ば
、
関
東
で
は
常
陸
の
一
人
(
丹
羽

元和 3年秀忠領知朱印状の地域分布

国名 万石以上 万石未満 千石未満 ムロ卦ロl

常陸 1 (1) 2 (2) 3 (3) 

下総 7 (7) 8 (8) 15 (15) 

上総 6 (6) 5 (5) 11 (11) 

上野 3 (3) 1 (1) -t (4) 

武蔵 7 (6) 12 (12) 19 (18) 

相模 6 (6) 6 (6) 

信濃 1 (1) 1 (1) 

三河 3 (1) 2 (2) 5 (3) 

尾張 1 (1) 1 (1) 

美濃 7 (5) 4 (4) 11 (9) 

伊勢 2 (2) 2 (2) 

若狭 1 1 

近江 2 (1) 7 (5) 3 (2) 12 (8) 

山城 1 (1) 12 13 (1) 

摂津 5 (2) 7 (6) 3 (1) 15 (9) 

河内 3 (1) 2 (2) 5 (3) 

和泉 2 (1) 2 (1) 

大和 3 (1) 5 (4) 2 (2) 10 (7) 

紀伊 1 

播磨 5 5 

丹波 1 2 (2) 1 (1) 4 (3) 

美作 1 (1) 1 (1) 

備中 3 (1) 2 (1) 5 (2) 

備後 1 1 

安芸 1 1 

周防 1 l 

長門 1 

淡路 1 

阿波 1 

伊予 1 

土佐

筑前 1 

豊前 1 (1) 1 (1) 

豊後 5 (3) 5 (3) 

肥前 4 4 

壱岐 1 

日向 4 (2) -t (2) 

大隅 1 

薩摩 1 

合計 66 (25) 57 (49) 55 (40) 1 i8 (1l-t) 

5月26日発給分)内、

表4

七



J¥. 

長
重
一
万
石
)
を
除
い
て
い
ず
れ
も
旗
本
で
あ
り
、
関
東
に
領
知
を
持
っ
た
譜
代
大
名
は
一
人
も
み
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
常
陸
・
下
総
・
上
総
・
上
野
・
武
蔵
・
信
濃
・
三
河
・
尾
張
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
五
月
二
十
六
日
付
の
領
知
朱
印
状
が
対
象
と
し
た

国
で
あ
り
、
万
石
以
上
で
は
信
濃
・
三
河
・
尾
張
・
伊
勢
な
ど
の
小
大
名
が
対
象
者
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
関
東
周
辺
の
旗
本
層
を
中
心
に
発

給
さ
れ
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
五
月
二
十
六
日
付
の
大
名
宛
の
も
の
の
対
象
国
は
、
美
作
・
備
中
・
豊
前
・
豊
後
・
日
向
に

限
ら
れ
そ
れ
ほ
ど
広
が
り
を
み
せ
な
い
。
さ
ら
に
備
中
を
除
い
て
、
美
作
の
森
、
豊
前
の
細
川
、
豊
後
の
稲
葉
、
木
下
、
来
島
、
日
向
の
伊
東
、

い
ず
れ
も
外
様
大
名
で
あ
る
。

一
方
、
若
狭
・
紀
伊
・
播
磨
・
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
淡
路
・
阿
波
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
前
・
肥
前
・
壱
岐
・
大
隅
・
薩
摩
は
す
べ
て

上
洛
中
の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
も
の
で
、
播
磨
を
除
け
ば
す
べ
て
外
様
大
名
で
あ
り
、
主
た
る
対
象
者
が
西
国
外
様
大
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
次
に
、
こ
の
二
つ
の
時
期
に
万
石
以
上
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
を
外
様
と
譜
代
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
お
こ
う
。
ま
ず
、

一O
万

石
以
上
に
つ
い
て
み
る
と
一
四
人
中
、
島
津
家
久
(
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
)

-
黒
団
長
政
(
筑
前
)

-
福
島
正
則
(
安
芸
・
備
後
)

-
浅
野
長
歳

(
紀
伊
)

-
毛
利
秀
就
(
長
門
・
周
防
)

-
鍋
島
勝
茂
(
肥
前
)

-
細
川
忠
興
(
豊
前
・
豊
後
)

-
蜂
須
賀
至
鎮
(
阿
波
・
淡
路
)

-
山
内
忠
義

(
土
佐
)

-
加
藤
嘉
明
(
伊
予
)

-
森
忠
政
(
美
作
)

の
二
人
が
外
様
大
名
、
本
多
忠
政
・
忠
刻
(
播
磨
)

-
松
平
忠
明
(
摂
津
・
河
内
)

小
笠
原
忠
真
(
播
磨
)

の
三
人
が
譜
代
大
名
で
、
い
ず
れ
も
西
国
に
領
知
を
持
つ
も
の
に
限
ら
れ
、
東
国
大
大
名
や
一
門
大
名
は
み
ら
れ
な
い
。

万
石
以
上
一

O
万
石
未
満
に
つ
い
て
は
、
三

O
人
中
二

O
人
は
外
様
大
名
、

重
以
外
は
す
べ
て
駿
河
以
西
の
大
名
で
あ
り
、
万
石
以
上
一

O
万
石
未
満
に
つ
い
て
も
駿
河
以
西
の
大
名
が
こ
の
年
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状

一
O
人
が
譜
代
大
名
で
あ
り
、
常
陸
で
一
万
石
を
領
す
る
丹
羽
長

の
対
象
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
点
を
寛
永
二
年
に
な
さ
れ
た
大
御
所
秀
忠
に
よ
る
領
知
朱
印
状
の
発
給
状
況
と
比
較
す
る
と
、
寛
永
二
年
は
発
給
数
が
四
四
五
通
と
圧
倒



的
に
多
く
、
万
石
以
上
の
四

O
通
、
内
譜
代
大
名
宛
が
三
二
通
を
占
め
、
外
様
大
大
名
は
み
え
ず
、
地
域
的
な
広
が
り
も
限
ら
れ
て
お
胸
、
そ
れ

と
比
較
す
れ
ば
元
和
三
年
の
朱
印
改
め
が
旗
本
を
も
対
象
と
し
た
も
の
の
、
そ
の
重
点
は
駿
河
以
西
の
大
名
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
る
。

四

領
知
朱
印
状
の
様
式

こ
こ
で
は
、
元
和
三
年
の
二
つ
の
時
期
に
出
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
の
様
式
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
料
紙
の
使
い
方
か
た
か
ら
検
討
す

る
。
こ
の
年
の
領
知
朱
印
状
の
料
紙
の
使
い
方
に
は
、
竪
紙
と
折
紙
の
二
つ
が
あ
り
、
領
知
高
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
区
別
さ
れ
て
い
る
=
原
本

な
い
し
影
写
本
で
竪
紙
を
使
用
し
て
い
る
最
小
高
の
も
の
は
、
元
和
三
年
九
月
十
一
日
付
一
万
石
の
池
田
越
前
守
重
利
宛
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
は
例
外
な
く
竪
紙
を
使
用
し
て
い
る
。
折
紙
を
使
用
し
て
い
る
最
大
高
の
も
の
は
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
二

0
0
0
石
の
内
藤
掃
部
助

忠
成
宛
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
だ
け
で
は
そ
の
境
目
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
古
文
書
」
な
ど
写
の
う
ち
で
そ
の
形
を
比
較
的
忠
実
に
写
し

と
っ
て
い
る
も
の
で
み
る
と
、
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
七

0
0
0
石
の
日
根
野
左
京
高
継
宛
の
も
の
が
最
も
大
き
く
、
そ
の
境
目
は
一
万
石

に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

料
紙
の
使
い
方
と
深
く
関
わ
る
年
号
の
書
様
に
つ
い
て
こ
こ
で
み
て
お
こ
う
。
書
き
下
げ
年
号
を
用
い
て
い
る
最
小
の
も
の
が
一
万
石
の
池
田

重
利
宛
の
も
の
で
あ
り
、
付
年
号
を
用
い
る
最
大
が
七

0
0
0
石
の
日
根
野
高
継
宛
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
万
石
に
そ
の
境
目
の
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
料
紙
の
使
い
方
に
お
け
る
竪
紙
・
折
紙
の
区
別
と
も
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

次
に
判
物
と
朱
印
状
の
区
別
に
つ
い
て
み
る
と
、
名
乗
+
花
押
の
例
は
な
く
、
花
押
だ
け
を
据
え
た
も
の
の
最
小
は
原
本
で
は
一
九
万
一
六
一

九



二
O

五
石
を
伊
予
で
与
え
ら
れ
た
加
藤
左
馬
助
嘉
明
宛
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
領
知
高
の
も
の
は
す
べ
て
判
物
で
あ
る
。

ら
れ
た
も
の
の
最
大
は
原
本
で
は
六
万
石
を
大
和
で
宛
行
わ
れ
た
水
野
日
向
守
勝
成
宛
の
も
の
で
、
そ
れ
以
下
の
領
知
高
の
も
の
は
す
べ
て
朱
印

一
方
、
朱
印
が
据
え

状
で
あ
る
。
花
押
の
下
限
が
一
九
万
石
余
り
、
朱
印
の
上
限
が
六
万
石
で
あ
り
、
両
者
の
境
を
ど
の
石
高
に
求
め
る
か
は
、
か
な
り
難
し
い
が
、

ひ
と
ま
ず
寛
永
二
年
以
降
の
例
か
ら
推
測
し
て
一

O
万
石
に
置
い
て
お
き
た
い
。

書
止
文
言
に
つ
い
て
は
、
文
言
を
確
認
で
き
る
も
の
が
一
二
四
通
中
一

O
二
通
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、
「
宛
行
」
と
「
扶
助
」
、
「
領
知
」
と

「
知
行
」
、
「
状
如
件
」
と
「
者
也
」
等
の
用
語
に
注
目
し
て
検
討
し
よ
う
。

領
知
朱
印
状
に
お
い
て
「
宛
行
」
と
「
扶
助
」
と
は
ど
ち
ら
か
一
方
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
宛
行
」
の
文

言
が
あ
る
の
は
三
二
通
、
最
小
は
五
O
O
石
の
松
平
志
摩
守
重
成
宛
、
最
大
は
五
O
万
二
四
一
六
石
の
黒
田
筑
前
守
長
政
宛
で
あ
り
、
六
万
石
の

水
野
勝
成
・
松
平
薩
摩
守
(
島
津
家
久
)
宛
を
除
く
一
万
五

0
0
0
石
以
上
の
二
二
名
は
す
べ
て
「
宛
行
」
で
あ
る
。
「
扶
助
」
の
文
言
の
あ
る

の
は
五

O
通
、
最
小
は
一

O
O
石
の
江
原
孫
兵
衛
尉
金
全
宛
、
最
大
は
一
二

0
0
0
石
の
土
方
丹
後
守
雄
氏
宛
で
あ
る
。
「
宛
行
」
で
も
な
く

「
扶
助
」
で
も
な
い
も
の
は
、
「
如
前
々
」
あ
る
い
は
「
任
先
判
」
の
文
言
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
臼
)

一
万
五

0
0
0
石
以
上
の
な
か
で
「
宛
行
」
の
文
言
を
も
た
な
い
島
津
家
久
宛
と
水
野
勝
成
宛
の
二
通
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
他
の

西
国
大
大
名
へ
の
宛
行
状
に
は
い
ず
れ
も
「
宛
行
」

の
文
言
が
あ
る
の
に
対
し
島
津
家
久
宛
の
も
の
に
は
「
宛
行
」
の
文
字
は
み
え
ず
、
ま
た

「
任
先
判
」
等
の
文
言
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
領
知
朱
印
状
を
発
給
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
最
も
高
が
大
き
い
こ
と
が
「
宛
行
」
の
文
言
の
な

い
理
由
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
官
位
に
つ
い
て
み
る
と
島
津
家
久
は
こ
の
時
点
で
正
四
位
下
参
議
中
将

で
あ
り
、
高
い
官
位
に
あ
る
が
、
家
久
よ
り
従
三
位
参
議
と
位
階
の
高
い
細
川
忠
興
宛
の
判
物
に
は
「
宛
行
」
の
文
言
が
み
ら
れ
る
。
と
す
れ

ば
、
官
位
以
外
の
要
因
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
時
、
領
知
朱
印
状
を
発
給
さ
れ
た
西
国
大
大
名
、
黒
団
長
政
・
福
島
正
則
・
浅
野
長
歳
・

細
川
忠
興
・
蜂
須
賀
至
鎮
・
加
藤
嘉
明
・
森
忠
政
・
毛
利
秀
就
・
鍋
島
勝
重
・
山
内
忠
義
の
い
ず
れ
を
み
て
も
関
ヶ
原
の
戦
い
後
に
元
和
三
年
時



点
の
領
知
を
得
た
も
の
た
ち
で
あ
り
、
島
津
家
久
の
み
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
西
軍
に
属
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
領
を
保
持
し
た
大
名
で
あ
る
。

こ
の
点
が
、
「
宛
行
」
の
文
言
の
有
無
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
徳
川
氏
と
島
津
氏
と
の
な
お
残
る
緊
張
関

係
の
表
現
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

水
野
勝
成
宛
の
も
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
に
発
給
さ
れ
た
通
常
の
形
式
で
は
な
く
、
冒
頭
に
「
知
行
方
目
録
」
と
あ
る
特
異
な

形
式
の
も
の
で
、
「
宛
行
」
の
文
言
の
替
わ
り
に
「
任
先
判
之
旨
」
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
先
行
す
る
元
和
元
年
七
月
二
十
一
日

付
水
野
勝
成
宛
徳
川
家
康
領
知
黒
印
状
に
は
「
宛
行
」
の
文
言
が
あ
る
。

こ
こ
で
領
知
宛
行
状
に
お
け
る
朝
廷
官
位
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
寛
永
十
一

(
一
六
三
四
)
年
の
家
光
に
よ
る
朱
印
改
め
以
降
の
領
知
朱
印

状
の
宛
名
は
侍
従
以
上
に
つ
い
て
は
、
官
途
名
で
は
な
く
「
薩
摩
中
納
言
(
島
津
家
久
)
」
「
越
前
宰
相
(
松
平
忠
昌
)
」
「
肥
後
少
将
(
細
川
忠
利
)
」

(
儲
)

「
土
佐
侍
従
(
山
内
忠
義
)
」
と
い
っ
た
ご
と
く
地
名
+
官
職
名
を
も
っ
て
宛
名
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
で
は
、

後
掲
「
秀
忠
親
政
期
の
領
知
朱
印
状
一
覧
」
に
示
し
た
ご
と
く
、
安
芸
広
島
の
福
島
正
則
が
「
安
芸
宰
相
」
、
豊
前
小
倉
の
細
川
忠
興
が
「
豊
前

宰
相
」
、
美
作
津
山
の
森
忠
政
が
「
美
作
侍
従
」
、
豊
後
臼
杵
の
稲
葉
通
吉
が
「
臼
杵
侍
従
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
参
議
の
島
津
家
久
は
「
松
平
薩

摩
守
」
、
ま
た
侍
従
の
毛
利
秀
就
は
「
松
平
長
門
守
」
、
同
じ
く
侍
従
の
蜂
須
賀
至
鎮
は
「
蜂
須
賀
阿
波
守
」
で
あ
る
な
ど
官
職
名
で
は
な
く
、

姓
+
官
途
名
を
用
い
て
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
元
和
三
年
段
階
で
は
、
宛
名
に
お
け
る
官
職
名
使
用
の
原
則
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
期

に
お
け
る
徳
川
政
権
内
で
の
位
階
官
職
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ
を
示
す
一
事
例
で
あ
る
。

次
に
対
応
す
る
「
領
知
」
と
「
知
行
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
領
知
」
の
文
言
が
あ
る
も
の
三
七
通
、
最
小
は
五

O
O
石
の
松
平
重
成
宛
、
最

大
は
六
O
万
五
六
O
七
石
の
島
津
家
久
宛
で
あ
り
、

一
万
五

0
0
0
石
以
上
の
二
四
名
は
す
べ
て
「
領
知
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
万
石
未
満
で

「
領
知
」
の
文
言
を
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
一
通
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
特
別
の
事
情
を
い
ま
の
と
こ
ろ
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
知

行
」
の
文
言
が
あ
る
も
の
六
三
通
、
最
小
は
五

O
石
の
山
岡
美
作
後
家
宛
、
最
大
は
一
二

0
0
0
石
の
土
方
雄
氏
宛
で
あ
る
。



「
状
如
件
」
と
「
者
也
」
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
わ
け
る
と
「
状
如
件
」
(
「
の
如
件
」
を
含
む
)
、
「
者
也
の
如
件
」
、
「
者
也
」
の
三
通
り
に
分

け
ら
れ
る
。
「
状
如
件
」
の
も
の
は
二
九
通
、
最
小
は
一
一

O
O
石
の
松
平
筑
後
守
康
盛
宛
、
最
大
は
六
O
万
五
六
O
七
石
の
島
津
家
久
で
あ
る
。

「
者
也
の
如
件
」
の
文
言
を
も
つ
も
の
は
六
通
、
最
小
は
四
八
三
石
の
施
薬
院
宛
、
最
大
は
二
万
石
の
菅
沼
織
部
正
定
芳
宛
で
あ
る
。
「
者
也
」
の

文
言
を
も
つ
も
の
は
六
七
通
、
最
小
は
五

O
石
の
山
岡
美
作
後
家
宛
、
最
大
は
一
二

0
0
0
石
の
土
方
雄
氏
宛
で
あ
る
。

こ
の
他
に
「
可
有
全
」
「
可
令
全
」
「
可
全
」
「
可
令
」
の
使
い
分
け
が
み
ら
れ
る
が
、
前
二
者
が
上
位
の
大
名
、
後
の
二
者
が
下
位
の
も
の
に

適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
で
の
区
別
は
明
確
で
は
な
い
。

以
上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
扶
持
」
よ
り
「
宛
行
」
が
、
「
知
行
」
よ
り
「
領
知
」
が
、
「
者
也
」
よ
り
「
状
如
件
」
が
厚
礼
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
「
宛
行
」
「
領
知
」
「
仰
如
件
」
の
組
み
合
わ
せ
が
最
も
厚
礼
で
あ
り
、
「
扶
助
」
「
知
行
」
「
者
也
」
の
組
み
合
わ
せ
が
最
も
薄
礼
と

な
る
。
し
か
し
、
そ
の
境
目
は
か
な
り
流
動
的
な
要
素
が
み
ら
れ
、
文
言
の
面
か
ら
は
、
大
ま
か
な
礼
の
厚
薄
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
寛
文
四

(
一
六
六
四
)
年
以
降
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
石
高
・
官
位
を
基
準
と
し
た
明
確
な
書
札
礼
は
な
お
確
定
し
て
い
な
い
。

殿
様
書
に
つ
い
て
は
、
大
半
が
「
と
の
へ
」
で
あ
る
が
、
よ
り
厚
礼
の
「
殿
」
の
行
書
体
の
も
の
が
加
藤
嘉
明
・
浅
野
光
屍
・
黒
団
長
政
宛

な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
同
ク
ラ
ス
の
山
内
忠
義
宛
は
「
と
の
へ
」
で
あ
り
、
反
対
に
五
O
O
石
の
稲
生
次
郎
左
衛
門
正
信
宛
な
ど
に
「
殿
」
の
行

書
体
に
近
い
も
の
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
完
成
さ
れ
た
書
札
礼
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
料
紙
の
使
い
方
で
の
万
石
以
上
と
未
満
と
の
あ
い
だ
の
差
異
は
明
確
で
あ
る
が
、
文
末
文
言
・
殿
様
書

等
を
み
る
か
ぎ
り
、
書
札
礼
は
な
お
確
定
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
水
野
勝
成
・
稲
葉
道
吉
・
板
倉
勝
重
宛
等

の
領
知
朱
印
状
の
よ
う
に
「
領
知
方
目
録
」
「
領
知
目
録
」
の
形
式
で
出
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
書
札
礼
の
未
確
立
を
示
す
も
の
と
い
え

ょ、っ。



五

領
知
朱
印
状
の
発
給
と
交
付

こ
の
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
発
給
に
関
す
る
史
料
は
、
領
知
朱
印
状
を
除
く
と
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
こ
の
発
給
に
関
す
る
最
初
の
も
の

は
、
『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
三
年
五
月
十
七
日
条
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

一
五
月
十
七
日
、
伊
丹
喜
之
介
ぷ
捻
来
、
知
行
方
御
朱
印
被
遣
候
吉
白
書
付
上
可
申
由
、
上
意
之
由
也
、
案
左
ニ
有
、

知
行
方

御
朱
印
被
下
候

吉
日

一
同

廿
六
日

庚，....，、
貝

木畢土壁
曜宿曜宿

成

一
五
月
廿
一
日

乙
酉

平

右

如
此
引
合
壱
重
ニ
書
付
、
喜
之
助
返
事
ニ
相
添
、
松
首
座
ニ
持
せ
遺
也
、

す
な
わ
ち
、
元
和
三
年
五
月
十
七
日
に
勘
定
頭
伊
丹
康
勝
か
ら
書
状
が
到
来
し
、
「
上
意
」
す
な
わ
ち
秀
忠
の
意
志
と
し
て
「
知
行
方
御
朱
印
」

を
遣
わ
す
吉
日
選
び
が
崇
伝
に
命
じ
ら
れ
、
山
宗
伝
は
五
月
二
十
一
日
と
二
十
六
日
の
両
日
を
選
び
、
伊
丹
康
勝
に
返
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち

五
月
二
十
六
日
が
選
ば
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
五
月
二
十
六
日
付
の
領
知
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
史
料
は
、
次
の
元
和
三
年
七
月
五
日
付
の
安
藤
重
信
宛
黒
田
長
政
書
上
で
あ
る
。

一
一一一一



二
四

(
刷
刷
宮
武
金
口
)

「
元
和
三
年
七
月
五
日
ニ
於
江
戸
安
藤
対
馬
殿
江
被
成
御
当
、
御
上
ケ
候
御
目
録
之
控
」

筑
前
田
知
行
高
覚

一
回
畠
高
三
拾
万
八
千
四
百
六
拾
壱
石
六
斗
四
升
八
合
弐
勺
内

中
納
言
殿
拝
領
之
高
、

但
恰
土
郡
半
分
ハ
寺
沢
志
摩
守
拝
領
仕
分
除
之
、

高
四
千
弐
百
石

寺
社
領

残
而
三
拾
万
四
千
弐
百
六
拾
壱
石
六
斗
四
升
八
合
弐
勺

以
上

(
広
次
)

右
之
通
先
年
於
駿
府
安
藤
帯
万
殿
へ
書
付
上
ケ
申
候
、
以
上
、

元
和
三
年

七
月

安五
藤日
対R
馬巳
守
殿

(
長
政
)

黒
田
筑
前
守

黒
団
長
政
へ
の
領
知
判
物
は
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
元
和
三
年
九
月
五
日
付
で
あ
り
、
こ
の
黒
田
長
政
書
上
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
黒
田
氏
の

領
知
高
が
安
藤
重
信
宛
に
七
月
五
日
付
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
こ
の
と
き
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
担
当
者
の
一
人
は
安
藤

重
信
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
名
は
み
ず
か
ら
の
領
知
高
を
幕
府
に
江
戸
で
書
き
上
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
後
者
の
点
は
、
秀
忠
が
す
で
に
上
洛

の
た
め
に
江
戸
を
発
っ
た
あ
と
で
あ
り
、
九
月
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
作
業
が
京
都
で
は
な
く
江
戸
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

な
お
、
誤
り
で
あ
る
が
、
『
大
日
本
史
料
』
は
、
こ
の
時
の
幕
府
か
ら
領
知
朱
印
改
め
に
際
し
て
の
領
知
高
の
差
し
だ
し
を
命
じ
た
の
も
と
し



て
、
元
和
三
年
九
月
条
に
『
薩
藩
旧
記
増
補
』
か
ら
次
ぎ
の
史
料
を
引
い
て
い
る
。

(
郷
付
カ
)

態
申
入
候
、
の
先
年
御
拝
領
被
成
候
御
領
分
之
御
朱
印
、
可
被
遺
之
旨
被
仰
出
候
問
、
此
以
前
後
奉
行
衆
之
書
出
井
御
領
分
江
府
之
帳
を
御

添
て
、
健
成
仁
ニ
早
々
御
越
可
被
成
候
、
若
奉
行
衆
書
出
無
之
候
ハ
¥
其
許
御
検
地
之
帳
面
ニ
而
、
高
辻
又
郡
付
を
も
懇
ニ
御
書
付
口
御

越
可
被
成
候
、
恐
々
謹
一
一
一
日
、

朱
カ
キ元

和
三
年

一
一
月
十
四
日

安本
藤田Z
'市十

亙(野
瓦?守を

(
家
久
)

島
津
陸
奥
守
殿

右
に
引
い
た
『
薩
藩
旧
記
増
補
』
の
も
の
は
写
で
あ
り
、
差
出
人
の
部
分
を
含
め
不
正
確
で
あ
る
。
宛
先
は
異
な
る
が
、
こ
の
奉
書
と
同
一
内

容
で
毛
利
氏
に
宛
て
た
年
寄
連
署
奉
書
の
原
本
が
「
毛
利
家
文
書
」
に
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
が
そ
の
本
文
で
あ
る
。

以
上

態
申
入
候
、
の
先
年
御
拝
領
被
成
候
御
領
分
之
御
朱
印
可
被
進
之
旨
被
仰
出
候
問
、
此
以
前
従
奉
行
衆
之
書
出
井
御
領
分
郷
村
之
帳
を
御
添

候
て
、
随
成
仁
ニ
早
々
御
越
可
被
成
候
、
若
奉
行
衆
書
出
無
之
候
ハ
、
其
許
御
検
地
之
帳
面
ニ
而
高
辻
御
室
田
付
候
て
御
越
可
被
成
候
、
恐
々

謹
言
、

安
藤
帯
万

一
一
月
十
四
日

直
次
(
花
押
)

本
多
上
野
介

正
純
(
花
押
)

二
五



一一ムハ

(
毛
利
秀
就
)

松
平
長
門
守
殿

こ
の
奉
書
を
田
中
誠
二
氏
は
「
萩
藩
朱
印
高
考
」
の
な
か
で
、
『
大
日
本
史
料
』
同
様
、
元
和
三
年
の
も
の
と
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
連
署

者
の
一
人
安
藤
直
次
は
、
こ
の
時
点
で
は
徳
川
頼
宣
の
付
家
老
で
あ
り
、
幕
政
に
は
参
与
し
て
い
な
い
。
論
証
の
詳
細
は
省
く
が
、
安
藤
直
次
と

本
多
正
純
が
朱
印
改
め
に
と
も
な
う
領
知
高
の
書
き
上
げ
に
関
わ
っ
て
い
た
の
は
慶
長
十
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
年
寄
連
署
奉
書
は
、
元
和

三
年
の
も
の
で
は
な
く
、
慶
長
十
八
年
の
も
の
で
あ
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
豊
前
小
倉
細
川
氏
の
例
に

つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
元
和
三
年
十
月
二
十
八
日
付
で
細
川
忠
利
に
宛
て
ら
れ
た
細
川
忠
興
書
状
に
、

(

徳

川

秀

忠

)

(

曽

我

尚

祐

)

(

土

井

利

勝

)

公
方
様
継
目
之
御
書
出
請
取
申
候
、
是
者
何
と
御
礼
申
事
候
哉
、
曽
又
左
談
合
候
て
大
炊
殿
へ
も
被
申
、
早
々
様
子
可
承
候
、
此
儀

武
家
へ
の
領
知
朱
印
状
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

従ま
て
ニ
態
人
を
可
進
処
、
随
成
便
宜
ニ
て
候
間
令
申
候
、
急
成
御
礼
ニ
候
者
、
其
御
地
ニ
在
之
普
請
之
者
之
内
達
者
な
る
も
の
両
人
い
そ

き
可
被
上
候
、
此
儀
便
宜
ニ
申
遣
た
る
と
あ
る
儀
、
大
炊
殿
へ
ハ
被
申
間
敷
候
、
其
方
被
存
寄
被
尋
候
様
ニ
可
有
才
覚
候
事
、

当
主
の
細
川
忠
興
は
九
月
に
京
都
を
発
ち
、
こ
の
書
状
を
認
め
た
と
き
に
は
国
許
豊
前
小
倉
に
い
る
。

十
月
六
日
に
江
戸
に
着
き
、
翌
年
十
月
に
暇
の
出
る
ま
で
在
府
で
あ
る
。
こ
の
点
を
前
提
に
上
記
の
手
紙
を
読
む
と
、
徳
川
秀
忠
か
ら
「
継
目
之

一
方
、
忠
利
は
九
月
に
京
都
を
発
ち
、

御
書
出
」
す
な
わ
ち
領
知
朱
印
状
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
将
軍
へ
の
礼
を
曽
我
尚
祐
と
土
井
利
勝
と
に
相
談
す
る
こ
と
な
ど
を

指
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
忠
興
宛
の
領
知
判
物
は
、
江
戸
で
十
月
六
日
以
降
に
嫡
男
の
忠
利
が
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
忠
興

宛
の
領
知
判
物
の
日
付
は
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
で
あ
り
、
十
月
初
旬
に
受
け
取
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
領
知
判
物
に
記
さ
れ
た
日
時
と
実
際

に
渡
さ
れ
た
日
時
に
は
大
き
な
差
が
あ
り
、
他
の
大
名
に
つ
い
て
も
、
細
川
氏
と
同
様
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秀
忠
が
京
か
ら
江
戸
に
戻
っ
た
十
月

以
降
に
渡
さ
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
く
な
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
従
来
、

一
部
の
西
国
大
名
は
五
月
二
十
六
日
、
多
く
の
西
国
大
名

は
上
洛
中
に
領
知
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
と
考
え
て
き
た
従
来
の
考
え
は
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
十
月
に
一
斉
に
渡
さ
れ
た
と
す
る
な



ら
ば
、
秀
忠
が
、
軍
事
指
揮
権
の
掌
握
を
具
体
的
に
一
不
す
上
洛
を
成
し
遂
げ
た
う
え
で
、
領
知
朱
印
状
の
発
給
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
西
国
大
名
宛
の
領
知
朱
印
状
発
給
は
、
軍
事
指
揮
権
の
掌
握
を
前
提
に
し
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ

の
年
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
大
き
な
特
徴
と
な
る
。

な
お
、
細
川
氏
の
将
軍
へ
の
礼
に
つ
い
て
は
、
元
和
四
年
一
月
九
日
付
の
細
川
忠
利
宛
細
川
忠
興
書
状
に
、

(

徳

川

家

光

)

(

移

徒

)

一
若
君
様
西
丸
へ
御
徒
移
之
御
祝
儀
之
事
、
継
目
之
御
朱
印
之
御
礼
之
事
被
申
越
趣
、
得
其
意
候
事
、

と
あ
る
o

忠
興
が
小
倉
、
忠
利
が
在
江
戸
、
「
若
君
様
」
家
光
が
西
丸
に
移
徒
し
た
の
が
元
和
三
年
十
一
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
こ
討
を
踏
ま
え

る
と
、
「
継
目
之
御
朱
印
之
御
礼
」
は
、
十
一
月
末
か
十
二
月
は
じ
め
に
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

武
家
に
つ
い
て
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
な
お
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い

2

そ
こ
で
、
寺
社
お
よ
び
公
家
へ
の
朱
印
改
め
に
つ
い
て
簡
単
に

触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

(
板
倉
勝
重
)

『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
三
年
七
月
十
二
日
条
に
「
伊
賀
殿
広
御
続
目
之
御
朱
印
出
申
由
、
触
折
紙
来
候
ニ
付
而
、
御
判
・
御
朱
印
之
案
九

通

一
紙
目
録
に
て
伊
賀
殿
へ
渡
候
案
文
也
」
と
あ
り
、
所
司
代
板
倉
勝
重
よ
り
「
御
続
目
之
御
朱
印
」
が
出
さ
れ
る
と
の
触
が
あ
り
、
そ
れ
に

対
し
崇
伝
は
、
南
禅
寺
を
初
め
と
す
る
関
係
寺
院
の
「
御
判
・
御
朱
印
」
九
通
の
目
録
を
板
倉
勝
重
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
十
九
日
条
に
は
「
曽

(
尚
祐
)

我
又
左
衛
門
と
御
続
目
之
御
判
令
双
談
、
右
之
三
通
壱
通
ニ
し
候
て
、
引
合
ニ
書
候
て
渡
ス
、
案
左
ニ
有
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
印
発
給
に
携

わ
っ
た
曽
我
尚
祐
と
相
談
し
、
八
月
二
十
六
日
に
は
長
福
寺
以
下
五
か
寺
の
朱
印
が
出
来
た
の
で
曽
我
か
ら
以
前
の
朱
印
の
返
却
を
う
け
、
二
十

九
日
伏
見
城
に
お
い
て
曽
我
と
賀
古
豊
前
と
対
談
の
う
え
、
長
福
寺
以
下
の
「
当
代
御
朱
印
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
南
禅
寺
と
金
地

院
に
つ
い
て
は
九
月
一
日
に
「
御
続
目
之
御
判
」
を
受
け
取
り
、
「
筆
功
銭
」
を
曽
我
尚
祐
宛
に
「
右
筆
衆
へ
為
祝
儀
」
て
支
払
っ
て
い
る
。
な

お
、
長
福
寺
宛
の
領
知
朱
印
状
の
日
付
は
元
和
三
年
七
月
二
十
一
日
で
あ
る
。

(

勝

重

)

(

お

)

ま
た
、
『
義
演
准
后
日
記
』
元
和
三
年
七
月
十
一
日
条
に
「
板
倉
伊
賀
守
ヨ
リ
知
行
続
日
御
判
可
被
成
問
、
元
黒
印
早
々
可
持
参
由
触
状
来
了
」

二
七



二
八

と
あ
る
よ
う
に
、
崇
伝
の
場
合
同
様
、
板
倉
勝
重
か
ら
「
知
行
続
目
御
判
」
に
つ
い
て
の
触
が
出
て
い
る
。
十
二
日
条
に
は
「
先
年
将
軍
御
判
拝

領
、
の
不
及
続
目
御
判
云
々
」
と
あ
り
、
十
五
日
条
に
は
「
夜
前
伝
奏
広
橋
大
納
言
ヨ
リ
触
状
云
、
今
度
続
目
御
判
ニ
付
、
青
表
紙
惣
御
朱
印
、

(
徳
川
家
康
)

先
年
相
国
御
判
、
禁
中
へ
進
上
、
今
度
可
被
成
御
判
云
々
、
就
其
当
門
跡
領
井
諸
院
家
指
出
早
々
可
触
由
申
来
了
」
と
、
醍
醐
寺
お
よ
び
諸
院
家

か
ら
の
指
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

公
家
衆
に
つ
い
て
は
、
『
泰
重
卿
記
』
元
和
三
年
九
月
十
七
日
条
に
、

(
勝
重
)

従
広
橋
、
各
領
地
之
朱
印
出
申
候
問
、
頂
戴
ニ
自
身
罷
出
候
而
可
然
之
由
被
触
候
、
則
参
候
、
板
倉
下
人
渡
漫
八
右
衛
門
と
申
者
、
広
橋
亭

(

土

御

門

久

修

)

(

上

御

門

泰

重

)

上
致
伺
公
候
、
家
公
朱
印
請
取
被
申
候
、
請
取
被
申
候
由
連
紙
ニ
雑
掌
判
自
分
身
被
仕
候
、
予
知
行
分
ニ
ハ
朱
印
不
罷
出
候
、
数
多
御
失

(

時

興

)

(

遂

長

)

(

信

孝

)

(

隆

量

)

(

兼

賢

)

念
之
衆
御
座
候
、
平
松
、
西
坊
城
、
樋
口
、
予
、
鷲
尾
、
広
橋
弁
此
外
多
之
由
承
候
、

(
剖
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
奏
広
橋
兼
勝
か
ら
領
知
朱
印
状
出
来
と
受
給
者
自
身
の
出
頭
が
触
れ
ら
れ
、
板
倉
勝
重
の
下
人
渡
辺
八
右
衛
門
が
広
橋
亭

に
届
け
た
朱
印
を
受
け
取
り
、
他
の
公
家
た
ち
と
同
様
に
連
判
で
そ
の
受
け
取
り
を
認
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方
、
泰
重
自
身
に
も
、
ま
た
平

松
・
西
坊
城
・
樋
口
・
鷲
尾
・
広
橋
弁
等
に
も
に
領
知
朱
印
状
が
出
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
な
お
、
土
御
門
久
惰
宛
の
領
知
朱
印
状
の

日
付
は
元
和
三
年
九
月
七
日
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
秀
忠
親
政
期
に
お
け
る
武
家
宛
の
領
知
朱
印
状
発
給
状
況
と
そ
の
特
徴
と
を
検
討
し
て
き
た
。
以
下
、
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
点
を



小
括
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

秀
忠
親
政
時
代
の
秀
忠
が
武
家
を
対
象
に
発
給
し
た
領
知
朱
印
状
は
、
元
和
三
年
に
集
中
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
元
和
三
年
の
う
ち
で

も
大
き
く
二
つ
の
山
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
五
月
二
十
六
日
、
他
の
一
つ
は
秀
忠
上
洛
中
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
点
が
時
期
的
な
特
徴
で
あ
り
、
こ

の
集
中
的
発
給
は
の
ち
の
朱
印
改
め
の
原
初
的
形
態
と
位
置
づ
け
う
る
。

発
給
対
象
者
を
全
体
と
し
て
み
た
と
き
、
万
石
以
上
四
四
人
、
万
石
未
満
八

O
人
で
あ
り
、
ま
ず
寛
永
十
一

(
一
六
三
四
)
年
以
降
の
領
知
朱

印
改
め
が
万
石
未
満
を
対
象
と
し
な
か
っ
た
点
と
比
較
す
る
と
、
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
万
石
以
上
を

大
名
と
す
れ
ば
当
時
の
大
名
の
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
対
象
と
な
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
全
大
名
(
御
三
家
を
除
く
)
を
対
象
と
す
る
寛
文
四
年
以
降

の
朱
印
改
め
の
水
準
に
は
到
達
し
て
い
な
い
。

二
つ
の
時
期
の
う
ち
五
月
二
十
六
日
の
宛
行
高
合
計
は
八
二
万
八
七
七
一
石
、
上
洛
期
間
は
四
五

O
万
O
二
八
三
石
で
あ
り
、
重
点
は
後
者
に

あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
五
月
二
十
六
日
の
発
給
数
は
万
石
未
満
が
全
体
の
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
こ
と
か
ら
こ
の
時
の
対
象
者
の
中
心
が

万
石
未
満
の
旗
本
層
に
、

一
方
、
上
洛
中
の
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
万
石
以
上
で
あ
た
こ
と
か
ら
こ
の
時
の
対
象
者
の
中
心
が
万
石
以
上
の
大
名
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
さ
ら
に
上
洛
中
の
万
石
未
満
は
、
所
司
代
板
倉
勝
重
、
畿
内
代
官
、
南
都
奉
行
、
医
者
、
茶
師
等
で
あ
り
、
旗
本

と
い
っ
て
も
、
五
月
二
十
六
日
に
発
給
の
対
象
と
な
っ
た
旗
本
層
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

こ
の
時
の
領
知
朱
印
状
が
対
象
と
し
た
国
は
三
九
か
国
、
日
本
六
六
か
国
の
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
名
を
み
せ
る
国
は
、
関
東
・
東

海
・
東
山
・
畿
内
・
中
国
・
四
国
・
九
州
で
あ
り
、
東
北
・
北
陸
(
若
狭
を
除
く
)

の
国
々
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
万
石
以
上
と
未
満
と

い
う
区
分
に
注
目
す
れ
ば
、
関
東
で
は
常
陸
の
一
人
(
丹
羽
長
重
一
万
石
)
を
除
い
て
い
ず
れ
も
旗
本
で
あ
り
、
関
東
に
領
知
を
持
っ
た
譜
代
大

名
は
一
人
も
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
常
陸
・
下
総
・
上
総
・
上
野
・
武
蔵
・
信
濃
・
三
河
・
尾
張
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
五
月
二
十
六
日
付
の
領

知
朱
印
状
が
対
象
と
し
た
国
で
あ
り
、
万
石
以
上
で
は
信
濃
・
三
河
・
尾
張
・
伊
勢
な
ど
の
小
大
名
が
対
象
者
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
五
月
二
十
六

二
九



三
O

日
付
の
大
名
宛
の
も
の
の
対
象
国
は
、
美
作
・
備
中
・
豊
前
・
豊
後
・
日
向
に
限
ら
れ
そ
れ
ほ
ど
広
が
り
を
み
せ
な
い
。
さ
ら
に
備
中
を
除
い
て
、

美
作
の
森
、
豊
前
の
細
川
、
豊
後
の
稲
葉
、
木
下
、
来
島
、
日
向
の
伊
東
、

い
ず
れ
も
外
様
大
名
で
あ
る
。

一
方
、
若
狭
・
紀
伊
・
播
磨
・
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
淡
路
・
阿
波
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
前
・
肥
前
・
壱
岐
・
大
隅
・
薩
摩
は
す
べ
て

上
洛
中
の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
も
の
で
、
播
磨
を
除
け
ば
す
べ
て
外
様
大
名
で
あ
り
、
主
た
る
対
象
者
が
西
国
外
様
大
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る。
外
様
と
譜
代
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

一
O
万
石
以
上
一
四
人
中
一
一
人
が
外
様
大
名
、
三
人
が
譜
代
大
名
で
、
い
ず
れ
も
西
国
に
領
知
を

持
つ
も
の
に
限
ら
れ
、
東
国
大
大
名
や
一
門
大
名
は
み
ら
れ
な
い
。
万
石
以
上
一

O
万
石
未
満
三

O
人
中
二

O
人
は
外
様
大
名
、

一
O
人
が
譜
代

大
名
で
あ
り
、
常
陸
で
一
万
石
を
領
す
る
丹
羽
長
重
以
外
は
す
べ
て
駿
河
以
西
の
大
名
で
あ
り
、
万
石
以
上
一

O
万
石
未
満
に
つ
い
て
も
駿
河
以

西
の
大
名
が
対
象
者
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
点
を
寛
永
二
年
に
な
さ
れ
た
大
御
所
秀
忠
に
よ
る
領
知
朱
印
状
の
発
給
状
況
と
比
較
す
る
と
、
寛
永
二
年
は
発
給
数
が
四
四
五
通

と
圧
倒
的
に
多
く
、
万
石
以
上
の
四

O
通
、
内
譜
代
大
名
宛
が
三
二
通
を
占
め
、
外
様
大
大
名
は
み
え
ず
、
地
域
的
な
広
が
り
も
限
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
元
和
三
年
の
朱
印
改
め
が
旗
本
を
も
対
象
と
し
た
も
の
の
、
そ
の
重
点
は
駿
河
以
西
の
大
名
に
あ
っ
た
こ
と
が
い
っ
そ
う
明
確
な
特

徴
と
な
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
家
康
大
御
所
時
代
に
駿
河
よ
り
西
の
軍
事
指
揮
権
が
秀
忠
で
は
な
く
家
康
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で

あ
り
、
元
和
三
年
の
駿
河
以
西
の
大
名
へ
の
領
知
朱
印
状
発
給
は
、
秀
忠
政
権
の
も
と
へ
こ
の
地
域
の
大
名
の
統
合
を
確
認
す
る
役
割
を
果
た
し

た
も
の
と
い
え
る
。

領
知
朱
印
状
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
料
紙
の
使
い
方
は
、
竪
紙
と
折
紙
の
二
つ
が
あ
り
、
竪
紙
は
万
石
以
上
、
折
紙
は
万
石
未
満
と
み
て
よ
く
、

料
紙
の
使
い
方
と
深
く
関
わ
る
年
号
の
書
様
も
万
石
以
上
は
書
き
下
げ
年
号
、
未
満
は
付
年
号
を
用
い
て
い
る
。
判
物
と
朱
印
状
の
区
別
に
つ
い

て
は
、

一
九
万
石
以
上
で
は
花
押
、
六
万
石
以
下
が
朱
印
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
え
た
が
、
そ
の
境
目
は
明
確
に
は
し
え
な
か
っ
た
。
書
止
文
言



に
つ
い
て
は
、
「
扶
持
」
と
「
宛
行
」
、
「
知
行
」
と
「
領
知
」
、
「
者
也
」

礼
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
境
目
は
か
な
り
流
動
的
で
あ
り
、
寛
文
四

「
者
也
の
如
件
」

「
状
知
件
」
が
対
応
し
、

い
ず
れ
も
後
者
が
厚

た
明
確
な
書
札
礼
は
な
お
確
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
殿
様
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

(
一
六
六
四
)
年
以
降
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
石
高
・
官
位
を
基
準
と
し

領
知
朱
印
状
の
発
給
日
の
う
ち
五
月
二
十
六
日
は
崇
伝
が
日
選
び
を
し
た
こ
と
、
大
名
へ
の
領
知
朱
印
状
発
給
の
担
当
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

『
大
日
本
史
料
』
を
含
め
て
本
多
正
純
・
安
藤
直
次
と
し
て
き
た
が
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
人
が
安
藤
重
信
で
あ
っ
た
こ
と
、

大
名
達
の
領
知
書
上
げ
は
九
月
発
給
の
日
時
を
も
つ
も
の
も
江
戸
で
な
さ
れ
た
こ
と
、
領
知
朱
印
状
が
渡
さ
れ
た
の
は
、
小
倉
細
川
氏
に
つ
い
て

は
領
知
判
物
の
日
付
五
月
二
十
六
日
で
は
な
く
、
秀
忠
が
上
洛
を
終
え
、
江
戸
に
還
御
し
た
の
ち
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
事
実
か
ら
諸
大
名
へ
の

領
知
朱
印
状
の
発
給
は
十
月
に
一
斉
に
な
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
元
和
三
年
の
領
知
朱
印
状
の
武
家
宛
の
発
給
手
続
き
を
よ
り
詳
細
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
公
家
や
寺
社
へ

の
発
給
状
況
の
分
析
と
と
も
に
、
課
題
と
し
て
残
っ
た
。

注(
1
)
『
史
料
館
研
究
紀
要
」
一
三
、
一
九
八
一
年
、
『
日
本
古
文
書
学
論
集
」
一
一

(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
)
に
再
録
。
こ
の
他
、
「
『
領
知
判
物
・
朱
印
状
」

再
論
」
(
『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
三
集
史
学
科
篇
二
五
号
、
一
九
九
九
年
)

が
あ
る
。

(
2
)
『
日
本
歴
史
』
六
三
二
号
、
二

O
O
一年。

(
3
)
『
古
文
書
研
究
』
五
九
号
、
二

O
O
四
年
。
こ
の
ほ
か
拙
稿
「
寛
永
一
一
年
の

領
知
朱
印
改
と
「
寛
永
御
朱
印
」
」
(
『
人
文
学
報
」
七
四
、
一
九
九
四
年
)
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
古
文
書
学
の
立
場
か
ら
領
知
朱
印
状
を
扱
っ
た
も
の
に
上
島
有
「
近
世
の
領
知

判
物
・
朱
印
状
と
公
帖
」
(
『
摂
大
学
術
』

B
八
号
、
一
九
九

O
年
)
が
、
個
別

事
例
を
扱
っ
た
も
の
に
、
石
井
良
助
「
大
名
の
御
代
替
朱
印
改
め
に
つ
い
て

棚
倉
藩
の
場
合
l

」
(
牧
健
二
博
士
米
寿
記
念
『
日
本
法
制
史
論
集
』
思
文
閤
出

版
、
一
九
八
O
年
)
、
千
葉
大
一
「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
領
知
朱
印
改
め
と

大
名
」
(
大
野
瑞
男
『
史
料
が
語
る
日
本
の
近
世
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
二
年
)
、

藤
賓
久
美
子
「
江
戸
時
代
中
後
期
の
『
判
物
・
朱
印
改
め
』
に
つ
い
て
」
(
「
学

習
院
大
学
史
料
館
紀
要
」
一
二
号
、
二

O
O
三
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
5
)
本
稿
で
は
、
花
押
の
据
え
ら
れ
た
領
知
判
物
も
領
知
朱
印
状
と
一
括
し
て
述
べ

る
場
合
に
は
、
領
知
朱
印
状
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
元
和
三
年
五
月



二
十
六
日
付
で
領
知
判
物
を
与
え
ら
れ
た
豊
前
小
倉
細
川
忠
興
が
、
翌
年
な
さ

れ
た
拝
領
の
お
礼
に
つ
い
て
、
領
知
安
堵
状
が
領
知
判
物
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
「
継
目
之
御
朱
印
之
御
礼
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
(
元
和
四
年
一
月
九

日
付
細
川
忠
利
宛
細
川
忠
興
書
状
『
大
日
本
近
世
史
料
細
川
家
史
料
』
一

l

一

四
八
号
)
や
、
後
年
の
継
目
の
改
め
が
、
判
物
も
含
め
「
朱
印
改
め
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
判
物
で
あ
っ
て
も
「
朱
印
」
の
一
部
と
了
解
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

(
6
)
吉
川
弘
文
館
。

(
7
)
同
書
三
二
二
頁
1
二
一
二
三
頁
。
岩
波
書
庖
。

(
8
)
の
ち
『
日
本
近
世
間
家
史
の
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九

O
年
)
に
再
録
。

な
お
、
高
木
氏
は
、
慶
長
十
八
年
の
石
高
指
出
を
命
じ
た
の
は
秀
忠
と
す
る
が
、

そ
の
こ
と
を
大
名
に
指
示
し
た
年
寄
奉
書
(
後
掲
史
料
)
の
加
判
者
が
駿
府
年

寄
の
本
多
正
純
と
安
藤
直
次
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
秀
忠
で
は
な
く
家
康
で
あ

る。

(
9
)

の
ち
『
将
軍
権
力
の
創
出
』
(
岩
波
書
庖
一
九
九
四
年
)
に
再
録
。

(
叩
)
『
日
本
の
歴
史
⑫
江
戸
閉
幕
』
集
英
社
、
一
九
九
二
年
。

(
日
)
こ
の
年
の
公
家
・
寺
社
宛
の
領
知
朱
印
状
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
『
平
成
十
年

度
j
平
成
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
徳
川
秀
忠
・
徳
川

家
光
関
係
文
書
の
基
礎
的
研
究
」
(
二

0
0
0年
)
所
収
の
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ロ
)
国
立
史
料
館
編
『
寛
文
朱
印
留
』
上
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

O
年)。

(
日
)
秀
忠
大
御
所
時
代
の
領
知
宛
行
状
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
徳
川
秀
忠
大
御
所

時
代
の
領
知
宛
行
状
」
(
注
3
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
残
存
数
に
つ
い
て

は
前
稿
で
は
四
五
O
通
と
し
た
が
、
増
加
分
は
そ
の
後
の
調
査
の
結
果
で
あ
る
。

(
比
)
国
立
史
料
館
編
「
寛
文
朱
印
留
」
下
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

O
年)。

(
日
)
福
岡
市
立
博
物
館
蔵
。
『
黒
田
家
文
書
』
第
二
巻
、
福
岡
市
立
博
物
館
、
二

O

一一一一一

O
二
年
。

(
時
)
『
黒
田
家
譜
」
一
(
川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
、
文
献
出
版
、

一
九
八
三
年
)
。
な
お
、
こ
の
本
の
校
訂
者
は
、
こ
の
元
和
二
年
の
「
一
こ
の
部

分
に
に
(
三
カ
)
の
傍
注
を
付
し
て
い
る
。

(η)
内
閣
文
庫
一
五
一
二

O
六
。
本
書
は
、
天
保
十
(
一
八
三
九
)
年
に
お
こ
な

わ
れ
た
二
一
代
家
慶
の
朱
印
改
め
の
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(
時
)
「
古
文
書
」
十
(
内
閣
文
庫
一
五
九
!
三
九
三
)
。
「
古
文
書
」
は
、
幕
府
の
命

で
大
名
・
旗
本
の
諸
家
が
主
と
し
て
家
康
・
秀
忠
等
か
ら
拝
領
し
た
判
物
・
朱

印
状
等
を
中
心
に
書
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

(
川
口
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
四
|
コ
二
六
頁
。
な
お
、
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
に
は
記

事
は
な
い
。

(
却
)
「
古
文
書
」
六
(
内
閣
文
庫
一
五
九
|
三
九
三
)
。

(
幻
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
九
六
四
頁
。

(
辺
)
「
板
倉
家
系
譜
外
伝
」
二
(
「
備
中
松
山
板
倉
家
文
書
」
、
国
立
史
料
館
写
真
帳
)
。

(
お
)
「
稲
葉
家
譜
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
本
)
。

(M)
「
水
野
家
文
書
」
(
茨
城
歴
史
館
所
蔵
)
。

(
お
)
「
古
文
書
」
一

O
(内
閣
文
庫
一
五
九
l

三
九
三
)
。

(
お
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
四
一
七
九
頁
。

(
幻
)
「
貞
心
寺
文
書
」
(
『
長
野
県
史
」
七
|
一
、
一
九
八
一
年
)
。

(
お
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
九
l

二
七
頁
。

(
却
)
「
水
野
家
文
書
」
(
国
立
史
料
館
蔵
)
。

(
ぬ
)
元
和
三
年
九
月
五
日
付
山
内
忠
義
宛
領
知
判
物
(
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
所
蔵
)
。

(
泊
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
六
i

九
二
頁
。

(
辺
)
国
立
国
会
図
書
館
内
閣
文
庫
編
『
譜
牒
余
録
』
巻
四
、
一
九
七
三
年
。

(
お
)
内
閣
文
庫
蔵
。
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
二
八
巻
六
七
一
頁
。



(
出
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
二
l

一
二
八
頁
。

(
お
)
『
東
武
実
録
』
(
内
閣
文
庫
特
一
三
二
bo'--

七
、
史
籍
研
究
会
編
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史

籍
叢
刊
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
)
。

(
お
)
拙
稿
「
徳
川
秀
忠
の
居
所
と
行
動
」
(
『
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物
の
居
所
と

行
動
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
四
年
)
。

(
幻
)
早
稲
田
大
学
図
書
館
『
早
稲
田
大
学
所
蔵
荻
野
研
究
室
収
集
文
書
』
下
巻
、
古

川
弘
文
館
、
一
九
八
O
年。

(
お
)
元
和
三
年
八
月
二
十
八
日
付
今
井
宗
薫
宛
領
知
朱
印
状
(
「
今
井
文
書
」
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
。
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
四
l

一
九
一
頁
。

(
ぬ
)
元
和
三
年
九
月
十
一
日
付
中
坊
秀
政
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
五
)
、
『
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
一
六
|
二

O
三
頁
。

(
却
)
元
和
三
年
九
月
七
日
付
小
堀
正
十
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
九
)
、
『
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
一
六
|
一
一
六
頁
。

(
叫
)
元
和
三
年
八
月
二
十
四
日
付
施
薬
院
宛
領
知
朱
印
状
(
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
)
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
八
一
七
八
頁
c

(
必
)
元
和
三
年
八
月
二
十
四
日
付
竹
田
法
印
宛
領
知
朱
印
状
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
二
l

一
六
九
頁

(
必
)
元
和
三
年
八
月
二
十
四
日
付
意
安
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
四
)
。

(
必
)
元
和
三
年
八
月
二
十
八
日
付
道
三
法
印
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
二
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一

O
l八
一
頁
。

(
必
)
元
和
三
年
八
月
二
十
八
日
付
竹
田
慶
安
宛
領
知
朱
印
状
(
『
南
紀
徳
川
史
」
所
収
)
。

(
必
)
元
和
三
年
九
月
三
日
付
針
屋
宗
春
宛
領
知
朱
印
状
(
『
譜
牒
余
録
』
中
一
四
三
頁
)
。

(
幻
)
元
和
三
年
八
月
二
十
八
日
付
上
林
勝
盛
宛
領
知
朱
印
状
(
「
上
林
文
書
」
、
京
都

大
学
総
合
博
物
館
蔵
)
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
九
|
一
三
八
頁
。

(
必
)
元
和
三
年
八
月
十
六
日
付
上
林
政
信
宛
領
知
朱
印
状
(
「
家
伝
史
料
」
『
大
日
本

史
料
』
一
一
一
編
二
八
所
収
)
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
九
|
一
四
O
頁。

(
必
)
元
和
三
年
八
月
十
六
日
付
山
岡
美
作
後
家
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
一
二
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
七
|
三
四
頁
。

(
切
)
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
八
|
三

O
三
頁
。

(
日
)
元
和
三
年
八
月
二
八
日
付
木
村
勝
清
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
一
ご
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
七
l

二
九
五
頁
。

(
位
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
丹
羽
長
重
宛
領
知
朱
印
状
(
「
領
知
目
録
書
抜
」

三
、
内
閣
文
庫
蔵
)
、
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
一
三
三

O
頁
。
な
お
、
「
領
知

目
録
書
抜
」
は
年
月
日
・
地
域
・
高
を
記
す
の
み
で
、
宛
行
文
言
を
記
さ
な
い

が
、
「
諸
法
度
」
三
(
内
閣
文
庫
一
七
九
l

一
九
四
)
に
年
月
日
を
欠
く
が
、
こ

の
折
の
も
の
と
思
わ
れ
る
領
知
朱
印
状
の
文
面
が
あ
る
の
で
あ
げ
て
お
く
。

常
陸
国
河
内
郡
東
条
庄
内
廿
七
ケ
村
、
都
合
壱
万
石
川
一
時
，
何
事
、
宛
行
記
、

全
領
知
候
状
知
件
、

丹
羽
五
郎
左
衛
門
と
の
へ

(
日
)
拙
稿
「
徳
川
秀
忠
大
御
所
時
代
の
領
知
宛
行
状
」
(
注
3
)
参
照
z

(
日
)
「
岩
坂
義
郎
所
蔵
文
書
」
(
『
尼
崎
市
史
』
五
所
収
)
。

(
日
)
「
内
藤
家
所
蔵
文
書
」
(
長
浜
市
史
編
さ
ん
室
写
真
帳
)
。

(
閃
)
「
古
文
書
」
一
一
一
一
(
内
閣
文
庫
蔵
)
。

(
貯
)
た
だ
し
、
先
に
あ
げ
た
元
和
三
年
八
月
二
十
六
日
付
で
板
倉
勝
重
に
同
時
に
与

え
ら
れ
た
九
八
六
五
石
と
六
六
O
六
石
の
二
通
は
冒
頭
に
「
知
行
方
目
録
」
と

あ
り
、
竪
紙
を
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
見
)
元
和
三
年
九
月
五
日
付
加
藤
嘉
明
宛
領
知
判
物
(
「
水
口
加
藤
家
文
書
」
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
。

(
印
)
元
和
三
年
九
月
十
一
日
付
水
野
勝
成
宛
て
領
知
朱
印
状
(
「
水
野
家
文
書
」
、
茨

城
歴
史
館
所
蔵
)
。

一一一一一一



(ω)
注
3
参
照
。

(
臼
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
松
平
重
成
宛
領
知
朱
印
状
(
「
諸
法
度
」
三
、
内

閣
文
庫
一
七
九
一
九
四
)
。

(
臼
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
江
原
金
全
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
九
)
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
五
|
二
二
九
頁
。

(
臼
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
土
方
雄
氏
宛
領
知
朱
印
状
(
「
土
方
家
譜
」
「
大
日

本
史
料
」
一
二
編
二
七
所
収
)
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
五
三
百
五
十
九
頁
。

(ω)
一
苅
和
三
年
九
月
五
日
付
島
津
家
久
宛
領
知
判
物
(
「
薩
藩
旧
記
増
補
」
四
、
『
大

日
本
史
料
』
一
二
編
二
八
)
。

(
侃
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
細
川
忠
興
宛
領
知
判
物
(
永
青
文
庫
蔵
)
。

(
侃
)
島
津
氏
宛
の
領
知
判
物
に
「
宛
行
」
の
文
言
が
入
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
寛
永

十
一
年
の
家
光
よ
る
朱
印
改
め
の
折
で
は
な
く
、
寛
文
四
年
の
家
綱
に
よ
る
朱

印
改
め
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

(
釘
)
水
野
家
文
書
(
茨
城
歴
史
館
蔵
)
。

(
俗
)
注
2
論
文
参
照
。

(ω)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
松
平
康
盛
宛
領
知
朱
印
状
(
「
古
文
書
」
九
)
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一

l
l
二
六
頁
。

(
初
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
菅
沼
定
芳
宛
領
知
朱
印
状
(
「
菅
沼
文
書
」
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
)
。

(
冗
)
大
野
瑞
男
前
掲
論
文
(
注
1
)
参
照
。

(η)
元
和
三
年
九
月
五
日
付
浅
野
光
歳
宛
領
知
判
物
(
「
済
美
録
」
、
広
島
県
立
図
書

館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
)
。

(
ね
)
元
和
三
年
五
月
二
十
六
日
付
稲
生
正
信
宛
領
知
朱
印
状
(
「
稲
生
文
書
」
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
)
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
六
l

三
九

O
頁。

(
丸
)
『
黒
田
家
文
書
』
第
二
巻
、
三
二
号
。
た
だ
し
、
黒
田
家
の
領
知
高
は
こ
の
書

三
四

上
の
高
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
五

O
万
二
四
一
六
石
と
な
る
。

(
九
)
『
大
日
本
史
料
』
一
一
一
編
二
八
。

(
%
)
毛
利
報
公
会
所
蔵
毛
利
家
文
書
。

(
打
)
『
山
口
県
史
研
究
」
一
号
、
一
九
九
九
年
。

(
沌
)
『
大
日
本
史
料
』
一
一
一
編
二
二
、
是
歳
条
。

(
乃
)
『
大
日
本
近
世
史
料
細
川
家
史
料
』
一
ー
ー
一
四
二
号
。

(
初
)
『
細
川
家
史
料
』
の
注
記
参
照
。

(
創
)
『
細
川
家
史
料
」
一
ー
ー
一
四
八
号
。

(
幻
)
拙
稿
「
徳
川
家
光
の
居
所
と
行
動
」
(
前
掲
『
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物
の

居
所
と
行
動
」
)
。

(
秀
政
)
(
山
川
)

(
お
)
こ
の
ほ
か
『
本
光
国
師
日
記
」
同
年
八
月
十
五
日
条
に
「
中
坊
・
小
野
よ
り
片

岡
達
磨
寺
へ
触
れ
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
触
が
書
止
め
ら
れ
て
い
る
。

急
度
申
入
候
、
只
今
御
朱
印
之
改
候
問
、
早
々
持
参
尤
ニ
候
、
余
遅
々
候

問
、
為
其
態
申
越
候
、
恐
々
謹
言

八
月
十
五
日

か
た
お
か

達
磨
寺

中
坊
左
近
印

小
野
宗
左
衛
門
印

(
悦
)
「
長
福
寺
重
書
抄
」
。

(
お
)
『
大
日
本
史
料
』
一
一
一
編
二
七
。

(
部
)
『
史
料
纂
集
泰
重
卿
記
』
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。

(
∞
寸
)
「
徳
川
家
判
物
井
朱
黒
印
」
(
史
籍
研
究
会
編
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
、

汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
)
。

(
∞
∞
)
拙
稿
「
徳
川
秀
忠
大
御
所
時
代
の
領
知
宛
行
状
」
(
『
日
本
歴
史
」
六
三
二
号
、

二
O
O
一年)。



秀忠親政期の領知朱印状一覧

家名 年 月 日 原 宛名 高 地域 書止文言 出典

赤井(銀本) 元和2 5126 写 赤井豊後守 2C削大和 令扶助之詑可全知行者也 古文書10

佐久間(長沼) 元和2 12 6写 佐久間大膳 1 1側 信表・近江
新規宛行畢全可領知者也仇如件 貞心寺文書

-常陸

松平(銀本) π和3 5126 寛 松平径二郎 i o -=河 一 寛政譜1-232
江原(旗本) 元和3 5126 写 j工原孫兵衛尉 1∞武蔵 令扶助之詑可全知行者也 古文書9
山田(旗本) π和3 5126 写 山田ニ太郎 150武蔵 令扶助之詑可全知行者也 古文書2

牛奥(旗本) 元和3 5126 写
牛奥太郎右衛

2∞下総・武蔵 令扶助詑可全知行者也 古文書6
門

加藤(旗本) 冗和3 5126 写 加藤市六 2∞ょ~ 令扶助了全可知行者也 古文書10
中川(旗本) 冗和3 5126 写 中川市介 2∞武蔵 令扶助之君主可全知行者也 古文書5
布施(旗本) π和3 5126 写 布施孫兵衛 2∞綱領 令扶助畢可全知行者也 諸法度

山角(旗本) π和3 5126 写 山角文右衛門 2∞縄復 令扶持之詑可令知行者也 植林誌

今村(銀本) π和3 5126 写 今村次郎四郎 3∞:徳鎮 令扶助候了金可知行者也 諸法度

大久保(旗本) 元和3 5126 写
大久保六右衛

3∞ i武蔵・下総 令扶助候畢可全知行者也 諸法度
門

後藤(旗本) 元和3 5126 写 後藤清二郎 300 i相模 令扶助之詑全可知行者也 古文書9

佐久間(旗本) 元和3 5126 写
佐久間六左衛

300 武蔵 1令扶助之詑可全知行者也 古文書11・古文書集4
門尉

藁科(旗本) 見和3 5126 写 藁科孫九郎 300 上総 令後助之畢全可知行者也 古文書6
富永(旗本) ;rc;和 3 5126 写 富永喜左衛門 300 武蔵・上総 l令扶助之畢可全知行者也 古文書2
野間(銀本) 冗和3 5126 写 野間金左衛門 300 下総 l令扶助之自主可全知行者也 古文書6
本多(旗本) π和3 5126 写 本多八+郎 300 下総 ;令扶助候可全知行者也 古文書2

渡辺(旗本) 元和3 5126 写
渡辺八邸右衛

300 下総 l令鉄助候了全可知行者也 諸法度
門

大森(旗本) 元和3 5126 寛 大森(久七郎) 300 武蔵 一 寛政譜11-321
鈴木(館本) π和3 5126 寛 鈴木権之助 300 大和 一 寛政論18-35
国領(旗本) π和3 5126 写 国領半兵衛 335 近江 。令訣助畢可全知行者也 古文書9
蜂谷(旗本) π和3 5126 写 蜂谷七兵衛 410 相模 令援助了金可知行者也 諸法度

稲生(旗本) 元和3 5126 原 稲生次郎左衛 500 武蔵 令主主動之了可全知行者也 稲生文書
門

井上(旗本) 元和3 5126 写 弁上外記 500 下総 令技助之自主可全知行者也 古文書1
川勝(績本) 元和 3 5126 写 川勝太郎兵衛 500 丹波 令主主動之畢可令知行者也 古文書3
松平(旗本) π和3 5126 写 松平志摩守 500 近江 宛行候畢全可領知者也 諸法度

渡辺(旗本) π和3 5126 写 渡辺半兵衛 500 武蔵・下総令後助候了金可知行者也 諸法度

中山(旗本) 元和3 5126 寛 中山茂左衛門 500 上総 一 寛政譜12-245
松平(旗本) 元和3 5126 写 松平右馬助 612 ニ河 宛行候畢全可領知者也 |諸法度

永田(旗本) π和3 5126 写 永田権八郎 650 上総 令鉄助之tt可全知行者也 古文書5
東条(旗本) π和 3 5126 写 東条猪兵衛 703 大和 令技助之畢可全知行者也 古文書2

山田(旗本) 元和 3 5126 写 山国清大夫 852 武蔵・下総 令銭助畢金可知行者也 諸法度
-標津

松平(旗本) 元和3 5126 写 松平孫太夫 900 相撲・上野 令援助候畢可全知行者也 古文書9
-武蔵

赤井(旗本) π和3 5126 写 赤井六兵衛尉 1000 大和 令主長助之可令領知者也 古文書10
川口(旗本) 元和3 5126 写 川口茂兵衛尉 1000 下総・上総令訣助候詑可令領知者也 古文書3
下曽根(旗本) π和3 5126 写 下曽根ニ十郎 1000 上野 令後助之舵可全知行者也 古文書12
内藤(旗本) 元和3 5126 写 内藤東市亙 1000 上野 令銭助之官E可全知行者也 古文書5・古文書集13
肉藤(旗本) 元和3 5126 写 内藤金二郎 1000 武蔵・上総令後鋤之詑可全知行者也 古文書5
永田(旗本) ;rc;和 3 5126 写 永田勝左衛門 1000 上総・武蔵令主主助之畢可金銭知者也 古文書5
青山(旗本) 冗和 3 5126 寛 青山作+郎 1000 下総 一 寛政譜12-108
花房(旗本) 元和3 5126 写 花房右篤助 1008 武歳・よ1;令扶助之詑可金領知者也 古文書1

伏屋(旗本) 元和3 5126 写 伏屋新介 1057 摂津・近江 令扶助之畢可全知行者也 古文書9
-豊島遭

松平(旗本) 冗和 3 5126 写 松平筑後守 1100 下書記・ニ湾宛行之可令全領知之状如件 古文書9
石)11(旗本) 元和 3 5126 写石川二右衛門 1152 下車草 令扶助之畢可全領知者也 古文書1

柘植(旗本) 元和3 5126 写柘植三四郎 1400 夜主事・河肉 令扶助之畢可全知行者也 古文書4
-近江

岩瀬(旗本) 冗和3 5126 写岩瀬清介 1500 上総・下総令訣助詑全可知行者也 古文書1
酒井(旗本) π和3 5126 写酒井下総守 1500 武蔵 宛行之皐可全領知者也 古文書11
ニ雲(旗本) 冗和3 5126 写二雲新左衛門 1500 近江・上総令扶助之官E可全知行者也 古文書12

森(旗本) 元和3 5126 写森左兵衛佐 1500 大和・丹波 令扶助之官主可全知行者也 古文書13
-筏員権

山田(旗本) 元和3 5126 写山田十太夫 1500 常陸・量ta令扶助之可全知行者也 古文書2
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家名 年 月 日 原 宛名 宅F司全T 地減 書止文冨 出奥

川窪(旗本) :n;和 3 5126 写 川窪与左衛門 1618 武蔵 宛行之詑可全領知之状知件 古文書4・古文書集16

森(旗本) π和 3 5126 写 森伊豆守 1860 標津 令鉄助之詑可令知行者也 古文書13

河口(旗本) 元和 3 5126 写 河口久介 2000 下総 令扶助之詑可令知行者也 古文書3

庄回(旗本) 元和 3 5126 写
庄田小左衛門

2000 大和 令扶助司会知行者也 古文書12
尉

内藤(旗本) 元和 3 5126 原 内藤掃部助 2000 近江 令扶助之詑可全知行者也 内藤家所蔵文書

猶村(旗本) 冗和 3 5126 写 猶村孫兵衛尉 2000 備中 令扶助之詑可全知行者也 古文書集3・譜牒余録下

川口(旗本) π和 3 5 寛 川口久助 2000 下総 寛政諮9-384

織図(旗本) π和3 5126 写 織田美作守 2014 近江 可令全知行之状如件 古文書7

大久保(旗本) 元和 3 5126 寛
大久保(四郎

3000 常陸・上総ー 寛政譜11-400
左衛門)

畠山(旗本) 元和 3 5126 写 畠山長門守 3122 大和侵 ・河肉 宛行之詑可令全領知之状知件 古文書1
津

佐藤(旗本) π和 3 5126 写 佐藤勘右衛門 3190 美渡・標津 令扶助之詑可全知行者也 古文書11

津田(鎮本) 元和 3 5126 寛 津田(平七郎) 4010 丹波・美濃 一 寛政諮8-204

近日根藤野(jl(旗本)
冗和 3 5126 写 日根野左京亮 7000 美渡 令扶助之詑可全知行者也 古文書13

|中島) π和 3 5126 写 近藤信濠守 10000 信濃・美浪 令扶助之詑可全知行者也 古文書9

平岡(旗本) 元和 3 5126 写
平岡牛右衛門

10000 美漉 令扶助之詑可全知行者也 古文書13
尉

丹羽(二本松)!元和 3
丹羽五郎左衛

一一一一一一一一一一トー←一一

5126 写
門

10000 常陸 一 領知目録書敏一

長谷川(旗本) 元和 3 5126 写
長谷川式部少

10053 
美・濠摂津・伊・備勢

宛行之詑可全知行者也 古文書1
輔

中・山城

土方(菰野) 冗和 3 5126 写 土方丹後守 12000 伊勢・近江 令扶助之詑可全知行者t包 土方家諸

大和・河内
片桐(小泉) 元和 3 5126 写 片桐主膳正 15020 -様津・和 宛行之官主可全領知之状知件 杉原方氏所蔵文書

泉

菅沼(亀山) :n;和 3 5126 原 菅沼織部佐 i 20000 美渡・尾張 宛行之詑可令全領知者也仰知件 菅沼文書

松平(西尾) 元和 3 5126 写 松平和泉守 20010 美，寝 領知目録書紘一

木失下右衛門大i3∞00 木下(日出) 元和 3 5126 写 豊後 領知目録書抜三

秋月(高鍋) π和3 5126 写 秋月長門守 3∞00 日向 宛行之詑可全領知之状如件 宮崎県史史料編近世4
稲葉(臼杵) :n;和 3 5126 影 臼杵侍従 5∞65 豊後 宛行詑可有全領知之状如件 稲葉家諸

伊東(飲肥) π和 3 5126 写 伊東修理太夫 57080!日向 宛行之畢可令全領知ノ状如件 古文書集8・水月明鑑

森(赤穂) 冗和 3 5126 写 美作侍従 1865∞ 美作 宛行之詑可有全領知之状知件 森家先代実録

細川(熊本) π和 3 5126 写 豊前宰相 3∞o∞ 豊前・豊後 宛行之官E可有全領知之状如件 永青文庫

山岡(旗本) 元和 3 5116 写 山岡美作後家 1 50 近江
さき/¥の』とく全ちきゃう相違

古文書2
有へからさるもの也

よ林(鼠窓) π和 3 5116 写 上林又兵衛 i 282 山城 任先事IJ之旨可全知行者也 家伝史料

施薬院(旗本) 元和 3 5124 影 施薬院 483 山城
如前々全知行弥不可有相違者也仇 東京国立博物館所蔵文
知件 書

竹田(旗本) 元和 3 5124 影 竹団法印 5∞ 山城
知先々全知行弥不可有相違者也伯 書東京国立博物館所蔵文
如件

吉田(旗本) 元和3 5124 原 (吉田)意安 5∞ 山城
如前々全知行弥不可有相違者也例

京大所蔵文書
如件

板倉(松山) 元和 3 5126 写 板倉伊賀守 6616 一河 任先判之旨全知行不可有相違者也 備申松山板倉家文書

板倉(松山) 見和 3 5126 写 板倉伊賀守 9865 武蔵・近江 任先判之旨全知行不可有相違者也 備中松山板倉家文書

里村(旗本) 元和 3 5128 写 皇村昌琢 1∞ 山城 寛政諮問-303

木村(旗本) 元和 3 5128 写 木村惣右衛門 ι 185 山城・標津 知前々可全知行者也 古文書祖11・木村宗右衛
門 先 書

竹田(旗本) 元和 3 5128 写 竹田慶安 3∞ 山城
任先判之旨全知行弥不可有相違者

南紀徳川史
也

上林(旗本) 冗和 3 5128 原上林鍋部丞 390 山城 任先判旨弥不可有相違者也 京大所蔵文書

今大路(旗本) 元和 3 5128 写 法(延印翼手院)道一 5∞ 山城 如前々全可知行者也仇如件 古文書1・古文書集21

今井(旗本) π和3 5128 事5今井宗薫 1ぬO標津 知先々全知行不可有相違者也 今井文書

木下(足守) m和3 5128 写木下宮内少碕 I2ω∞ 備中 領知目録書紘一

針屋(旗本) 元和 3 91 3 写 針屋宗春 76 山城 如前々全可知行者也 譜牒余録中

=輪(旗本) 元和 3 91 5 写 一輪七歳 3∞ 山域 無相違可全知行者也 古文書12・譜牒余録中

久留島(森) π和 3 91 5 写来嶋右衛門 14∞o 豊後 一 領知目録書抜ー

五島(五島) 見和 3 91 5 写五嶋淡路守 ， 15530 肥前 一 領知目録書抜ー

大村(大村) π和 3 91 5 写大村民部大輔 27973肥前 宛行之詑可令全領知之状如件 大村家覚書

西尾(旗本) 元和 3 91 5 写西尾出雲守 3附 美 濃 宛行之詑全可領知之状知件 古文書1
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家名 年 月 日 原 宛名 高 地域 書止文書 出典

島津(佐土原) 冗和 3 91 5 写 島津右馬頭 3∞70日向 領知目録書抜

松平 (JI!越) 元和 3 91 5 写 松平周防守 5∞20丹波・標津 宛行之詑可令全領知之状如件 松井家譜

写
徳永(高須) 元和 3 91 5 徳永左馬助 53773美遺 宛行之畢可全領知之状知件 古文書1

松浦(平戸〉 π和 3 91 5 写 松浦肥前守 632∞壱岐・肥前 領知目録書彼三

中川(岡) 冗和 3 91 5 写 中川内膳正 7ω40豊後 一 領知目録書抜ニ

加藤(水口) 冗和 3 91 5 影 加藤左馬助 191615伊予 宛行之詑可有金領知之状如件 水口加藤文書

山内(高知) π和 3 91 5 原 松平土佐守 202626土佐 宛行之了可令全領知状知件 土佐山内家宝物資料館

蜂須賀(徳島) 元和 3 91 5 写 松平阿波守 257<別阿波・淡路 宛行之詑可有金領知之状知件 蜂須賀家文書

毛利(萩) 冗和 3 91 5 写 松平長門守 369411 燭紡・長門 宛行之了可令全領知之状如件 譜牒余録よ

浅野(広島) 冗和 3 91 5 影 浅野但馬守 '3765日紀伊 宛行之詑可有金領知之状知件 済美録

福島(広島) 元和 3 91 5 写 安芸宰相 1498m安芸備後 宛行候畢可有金領知之状知件
古文書9・譜牒余録中
寛政譜21-322

黒田(福岡) π和 3 91 5 原 黒田筑前守 502416筑前 宛行之官E可有全領知之状如件 黒田家文書

写 605607 蔭摩・大限島津(鹿児島) 元和 3 91 5 松平薩摩守
-日向

可有全領知之状如件 薩潜旧d2培補

松平(島原) π和 3 91 5 写 松平主殿頭 3∞∞ニ苅 充行之位可令全領知之状如件 本光寺文書

鍋島(佐賀) π和 3 91 6 写 鍋島信濃守 357036肥前 宛行之詑可令全領知之状如件 鍋島勝茂譜考補

小堀(旗本) π和 3 91 7 写 小綿九郎兵衛 3∞o備中・近江 令扶助之詑可全知行者也 古文書9

12460 備中・大和小綴(小室) 元和 3 91 7 写 小堀遠江守
-和泉

領知目録書篠五

木村(旗本) 冗和 3 9111 写 木村藤五郎 93山城・標津 知前々可知行者也 譜牒余録中

中坊(旗本) 元和 3 9111 写 中坊左近 3500大和 如前々可全知行者也 古文書5

池田(赤穂) 元和 3 9111 原 池田越前守 1∞00:椿磨 宛行之詑可全領知者也 岩坂議館所蔵文書

本多(岡崎) π和 3 9111 原 本多甲斐守 2157046 福河磨内
宛行之詑可全領知之状如件 本多家文書

稲葉(福知山) π和 3 9111 写 稲葉太夫 457061liiJp;j .摂津 右宛行詑全可領知之状如件 別本稲葉家譜

水野(山形) 元和 3 9111 原 水野日向守 6∞001大和
右任先判之旨金領知不可有相違之

水野家文書
状釦件

小笠原(小倉) 元和 3 9111 写
小笠原左近大

領知目録書自主ー
夫

松平(忍) π和 3 9111 写 松平下総守 1∞o∞標津・河内一 領知目録番銭一

本多(岡崎) 元和 3 9111 写
本多美;務漫守・ 宛行之官主全可令領知之状如件 本多家文書本多中少輔i2500∞ i揺磨

建都(林田) 元和 3 9111 写 建都ニ十郎 10000，播磨 領知目録書ti=

松前(松前) 元和 3 9116 原松前志摩守 | 態. 任去座長九違年正者月廿七日先判之旨 早稲蔵田大学荻野研究室
弥不可有相 也仰知件 所 文 書

諏訪(高島) π和 4 12115 原諏訪因幡守 32080信漫 可被令所務領知之状仇如件 諏訪忠弘氏旧議文書

後藤(旗本) π和 5 9115 影後藤源四郎 250山減 令後助之詑可全知行者也 後藤文書

鈴木(旗本) 冗和 6 8128 写鈴木半九郎 i 2∞会津分 令主主助詑如目録全可領知者也 古文書13

京纏(豊岡) π和 9 51 7 写京極采女正 178200丹後 金可領知之 領知目録書銭ニ
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